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第１章 計画策定の概要 

 

● １ 計画策定の趣旨 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

2015（平成２７）年現在、我が国の65歳以上人口は3,392万人、高齢化率(総人口に占

める高齢者の割合)は26.7％と、国民の約４人に１人が高齢者となっており、高齢者の増

加は諸外国に例をみないスピードで進んでいます。また、今後の人口推計においても、高

齢者数は2042年頃まで増加し、要介護率が高くなる後期高齢者(75歳以上の人口)割合に

ついては増加し続けることが予想されています。 

特に、団塊の世代(昭和22～24年生まれ)がすべて75歳以上となる2025年以降は、医療

や介護の支援を必要とする人の増加が見込まれることから、膨らみ続ける介護サービス需

要への対策と高齢者を地域で支えるしくみづくりを積極的に推進していくことが必要とな

ります。 

この状況を踏まえ、国においては、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立

した日常生活の支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)を整備し、

「2025年を見据えた地域包括ケア計画」により地域包括ケアシステムを構築することが

示されてきました。 

また、2017(平成29)年５月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保

険法などの一部を改正する法律」では、地域包括ケアシステムを深化・推進し、高齢者の

自立支援と要介護状態の重度化防止、制度の持続可能性の確保が求められています。 

菊川市においても、団塊の世代が75歳以上になる2025年、さらに団塊ジュニア世代が

65歳以上になる2040年の高齢者数の絶対数が多くなる時期を見据え、住み慣れた地域で

可能な限り、「だれもが人として尊重され、ともに支え合う地域社会」が実現できるよう、

市の地域包括ケアシステムを一層推進することとし、菊川市第７期介護保険事業計画・第

８次高齢者保健福祉計画を策定するものです。 
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● ２ 計画の性格 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

(１)計画の位置づけ 

介護保険事業計画は、介護保険法第117条第１項に基づく「市町村介護保険事業計

画」であり、菊川市の介護保険事業運営に係る保険給付の円滑な実施などに関する基

本的な計画として位置付けます。 

また、高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８第１項に基づく「市町村老人

福祉計画」であり、市の高齢者保健福祉施策に関する基本的な計画として位置付けま

す。 

 

(２)上位計画・関連計画との連携 

本計画は、上位計画である菊川市総合計画の基本目標２「健康で元気に暮らせるま

ち」を具体化し、高齢者保健福祉に関する施策の方針を示したものです。菊川市地域

福祉計画をはじめ、高齢者保健福祉に関連する他分野の計画とのと整合を図り、策定

しました。 

また、地域における医療及び介護を総合的に確保するため、静岡県の「ふじのくに

長寿社会安心プラン(静岡県長寿者保健福祉計画)」とともに、「静岡県保健医療計画」

との整合を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊川市総合計画 

ふじのくに長寿社会安心プラン 

静岡県地域ケア体制整備構想 

菊川すこやかプラン 

菊川市子ども・子育て支援 

事業計画 

菊川市特定健康診査等実施 

計画 

菊川市スポーツ振興基本計画 

東遠地域広域障害者計画 

東遠地域広域障害福祉計画 

菊川市地域福祉計画 

整合 
連携 

第７期介護保険事業計画 

第８次高齢者保健福祉計画 

整合 
連携 

整合 
連携 

整合 
連携 

整合 
連携 
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● ３ 計画の期間 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

本計画は、2018(平成30)年度を初年度とし、2020年度を目標年度とする３か年を計画

の期間とします。 

 

2015年度 

(平成27年度) 

2016年度 

(平成28年度) 

2017年度 

(平成29年度) 

2018年度 

(平成30年度) 

2019年度 

(平成31年度) 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

         

 

 

 

 

● ４ 計画策定の経過と策定後の推進体制 ●●●●●●●●●●●●● 
 

本計画の策定にあたっては、被保険者代表や保健・福祉・医療機関代表などからなる

「菊川市介護保険事業計画等推進委員会」や、施設職員、ケアマネジャー(介護支援専門

員)、病院職員、市職員などからなる「菊川市介護保険事業計画等策定ワーキンググルー

プ」において、これまでの介護保険給付実績や高齢者の実態調査結果を参考にしながら検

討しました。 

また、市ホームページなどを通じてパブリックコメントを実施し、市民の意見も参考に

して計画を策定しました。 

策定後は、「菊川市介護保険事業計画等推進委員会」において、サービスの種類ごとの

利用状況など、計画の実施状況について毎年度とりまとめ、計画を推進する上での課題分

析を行うほか、必要な対策を講じるものとします。 

 

 

 

第８期介護保険事業計画 

第９次高齢者保健福祉計画 

第６期介護保険事業計画 

第７次高齢者保健福祉計画 

第７期介護保険事業計画 

第８次高齢者保健福祉計画 
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第２章 高齢者を取り巻く菊川市の状況 

 

● １ 高齢者の現状 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

(１)総人口の推移 
 

菊川市の総人口をみると、近年は横這い傾向にあり、2017(平成29)年には47,895

人となっています。これまでの横ばい傾向から今後は減少に転じ、2025年度の総人

口は47,731人と推計されます。64歳以下の人口が減少していく中、65歳以上の高齢

者人口は増加していくことが見込まれます。第7期計画期間の最終年度である2020年

度では、総人口が47,931人、うち65歳以上の高齢者は13,006人、高齢化率は27.1％

まで上昇することが見込まれます。 
 

 (人) 

 実績値 推計値 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 
2020年度 2023年度 2025年度 

( 平 成 2 7 年 度 ) (平成28年度) (平成29年度) (平成30年度) (平成31年度) 

総人口 47,764 47,943 47,895 47,926 47,938 47,931 47,837 47,731 

高齢化率 24.8% 25.4% 26.1% 26.6% 26.8% 27.1% 27.7% 27.9% 

高齢者人口 11,868 12,174 12,490 12,729 12,858 13,006 13,229 13,335 

 65～74歳 5,998 6,195 6,397 6,551 6,608 6,737 6,510 6,007 

 75歳以上 5,870 5,979 6,093 6,178 6,250 6,269 6,719 7,328 

  
うち 
80歳以上 3,818 3,913 3,969 3,974 3,975 4,025 4,164 4,212 

40～64歳人口 15,453 15,399 15,224 15,131 15,147 15,093 15,118 15,157 

40歳未満人口 20,443 20,370 20,181 20,066 19,933 19,832 19,490 19,239 

                                      （10月1日現在） 

図：総人口・高齢化率の推移 
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(２)高齢者数の推移 

65歳以上高齢者人口の内訳をみると、第7期計画期間においては65～74歳の前期高

齢者の増加が大きく、本計画の最終年度である2020年では、65歳以上の高齢者

13,006人のうち、半数以上が前期高齢者となっています。今後は、2021年をピーク

に前期高齢者は減少傾向となり、2023年には後期高齢者が前期高齢者を上回ると推

計されます。 

団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、前期高齢者が6,007人(45.0％)に対

し、後期高齢者は7,328人(55.0％)と推計され、人口の4人に1人以上が65歳以上、7

人に1人以上が75歳以上となると推計されます。 

また、要介護認定率は80歳を境に高くなります(Ｐ７参照)が、80歳以上の人口は

2025年には4,212人、2030年には団塊の世代の全てが到達し5,087人と推計されま

す。 

 

 

 

＜2017(平成 29)年＞        ＜2025年＞         ＜2030 年＞ 
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(３)認定者数の状況 

 

市の認定者数をみると、年々増加傾向にあり、2025年には1,984人となっています。 

介護度別では、「要介護１」が特に増加する見込みとなっています。 

(人) 

 

2015年度 

(平成27年度) 

2016年度 

(平成28年度) 

2017年度 

(平成29年度) 

[見込み] 

2018年度 

(平成30年度) 

2019年度 

(平成31年度) 
2020年度 2025年度 

要支援１ 74  92  96  100  102  106  111  

要支援２ 162  195  177  183  186  190  202  

要介護１ 355  360  425  438  444  455  485  

要介護２ 403  379  349  356  360  366  390  

要介護３ 334  333  323  331  338  343  365  

要介護４ 227  239  223  228  230  233  249  

要介護５ 163  181  163  168  168  171  182  

総数 1,718  1,779  1,756  1,804  1,828  1,864  1,984 

※認定者数は、第１号被保険者数と第２号被保険者数を合わせた数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 92 96 100 102 106 111 162 195 177 183 186 190 202 

355 360 425 438 444 455 485 

403 379 349 356 360 366 390 

334 333 323 331 338 343 
365 

227 239 223 228 230 233 
249 163 181 163 168 168 171 
182 1,718 1,779 1,756 1,804 1,828 1,864 

1,984 

0人

500人
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1,500人
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要介護4 要介護5
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５歳階級別の認定率をみると、要介護認定率は80歳を境に高くなります 

団塊の世代が75歳～79歳に到達する2025年では、75歳～79歳の認定率が１割を

超えます。 

 

(％) 

 
2015年度 

(平成27年度) 

2016年度 

(平成28年度) 

2017年度 

(平成29年度) 

[見込み] 

2018年度 

(平成30年度) 

2019年度 

(平成31年度) 
2020年度 2025年度 

第1号被保険者 14.1  14.3  13.8  13.9  13.9  14.0  14.8  

 65～69歳 1.7  2.3  2.0  2.3  2.3  2.3  2.0  

70～74歳 4.7  4.1  3.9  3.8  3.8  3.8  3.4  

75～79歳 7.8  7.4  8.1  8.2  8.3  8.3  12.0  

80～84歳 20.4  20.5  19.5  19.6  19.5  19.6  21.6  

85～89歳 37.3  37.7  36.2  37.5  37.5  37.7  38.0  

90歳以上 64.3  64.2  61.2  61.3  61.3  61.7  62.3  

第２号被保険者 0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

第1号

被保険者

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90歳

以上

2015年度

(平成27年度)

2016年度

(平成28年度)

2017年度

(平成29年度)

2018年度

(平成30年度)

2019年度

(平成31年度)

2020年度 2025年度

80 歳を境に、２割
に達し高くなる。 
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(４)高齢者の世帯の状況 

 

高齢者のいる世帯数は年々増加しており、2016(平成28)年には7,648世帯、市内

の総世帯数に占める割合も45.5％となっています。また、ひとり暮らし世帯および夫

婦のみ世帯が増加しています。 

(世帯) 

 

総世帯数 

65歳以上の高齢者のいる世帯 

 
子らとの 
同居世帯 

ひとり 
暮らし 
世帯 

夫婦のみ 
世帯 

その他の 
高齢者のみ 

世帯 

2008年 
(平成20年) 

16,248 6,280  4,933 534 740 73 

2009年 
(平成21年) 

16,278 6,356  4,966 541 765 84 

2010年 
(平成22年) 

16,149 6,406  4,942 579 799 86 

2011年 
(平成23年) 

16,131 6,379 4,921 600 775 83 

2012年 
(平成24年) 

16,314 6,950 4,923 945 977 105 

2013年 
(平成25年) 

16,152 7,105 4,936 1,014 1,050 105 

2014年 
(平成26年) 

16,207 7,335 4,967 1,084 1,137 147 

2015年 
(平成27年) 

16,415 7,533 4,967 1,164 1,237 165 

2016年 
(平成28年) 

16,811 7,648 4,869 1,293 1,312 174 

静岡県 
2016年 

(平成28年) 
1,547,471 700,755 335,318 192,872 157,767 14,798 

資料：高齢者福祉行政の基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,248 16,278 16,149 16,131 16,314 16,152 16,207 16,415 16,811 

6,280 6,356 6,406 6,379 
6,950 7,105 7,335 7,533 7,648 

0世帯

6,000世帯

12,000世帯

18,000世帯

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

総世帯数 65歳以上の高齢者のいる世帯
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(５)高齢者のいる世帯の住居の状況 

 

高齢者のいる世帯の住居状況をみると、持ち家は９割を超えており、静岡県の

86.6％よりも割合が高くなっています。 

(上段：世帯 下段：％) 

 
持ち家 

公営等の 
借家 

民営の 
借家 

給与住宅 間借り 
住宅以外 
に住む 
一般世帯 

合計 

1990年 
(平成２年) 

4,209 44 70 15 4 6 4,348 

96.8 1.0 1.6 0.3 0.1 0.1 100.0 

1995年 
(平成７年) 

4,939 41 88 14 7 5 5,094 

97.0 0.8 1.7 0.3 0.1 0.1 100.0 

2000年 
(平成12年) 

5,455 65 112 15 4 10 5,661 

96.4 1.1 2.0 0.3 0.1 0.2 100.0 

2005年 
(平成17年) 

5,832 74 150 15 14 18 6,103 

95.6 1.2 2.5 0.2 0.2 0.3 100.0 

2010年 
(平成22年) 

6,207 85 215 12 11 9 6,539 

94.9 1.3 3.3 0.2 0.2 0.1 100.0 

2015年 
(平成27年) 

6,886  104  327  19  8  10  7,354 

93.6 1.4 4.4 0.3 0.1 0.1 100.0 

静岡県 
2015年 

(平成27年) 

566,034  18,889  61,957  1,711  2,646  2,208  653,446 

86.6 2.9 9.5 0.3 0.4 0.3 100.0 

資料：国勢調査 
※静岡県は住居の種類「不詳」があるため、合計と一致しない 

 

 

(６)高齢者の就業状況 

 

高齢者の就業状況をみると、65歳以上の就業者は3,580人(30.6％)となっており、

静岡県の就業者率の24.7％よりも高くなっています。 

(上段：人 下段：％) 

 総数 
 労働人口 

非労働力 
人口 

労働力 
状態 

「不詳」 
 

就業者 
完全失 
業者 

65歳以上 
11,682 3,655 3,580 75 7,975 52 

100.0  31.3  30.6  0.6  68.3  0.4  

 
男性 

5,351 2,170 2,111 59 3,155 26 

100.0 40.6 39.5 1.1 59.0 0.5 

女性 
6,331 1,485 1,469 16 4,820 26 

100.0 23.5 23.2 0.3 76.1 0.4 

静岡県 
2015年 

(平成27年) 

1,021,283 260,148 252,033 8,115 753,263 7,872 

100.0 25.5 24.7 0.8 73.8 0.8 

資料：2015(平成27)年国勢調査 
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● ２ アンケートの調査結果 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

2016(平成28)年度 菊川市 高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査 

(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査) 

 

◆調査の方法 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 
調査対象 65歳以上の人・要支援認定者 在宅要介護認定者 

標本数 
65歳以上の人1,000人 
要支援認定者100人 

要介護認定者400人 

抽出方法 無作為抽出 無作為抽出 
調査方法 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収 

調査期間 
2017年(平成29年)１月20日 

～２月６日 
2017年(平成29年)１月20日 

～２月６日 

◆回収状況 

 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 
65歳以上の人 要支援認定者 在宅要介護認定者 

発送数 1,000 100 400 
有効回収数※ 663 62 151 
有効回収率 66.3％ 62.0％ 37.8％ 

※有効回収数とは、調査票に全く記入の無い白票や回答が著しく少ないもの、施設に入所されている人などを除い

た数です。 

 

(１)健康について知りたいこと 

健康についてどのようなことが知りたいですか。(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康について知りたいことは、2016(平成28)年度調査では「認知症の予防につい

て」42.8％が最も多く、以下「がんや生活習慣病(高血圧など)にならないための工夫

について」37.4％、「望ましい食生活について」35.9％、「寝たきりや介護の予防

について」24.7％などとなっています。 

歯

の

健

康

に

つ

い

て

う

つ

病

の

予

防

に

つ

い

て

そ

の

他

無

回

答

認

知

症

の

予

防

に

つ

い

て

が

ん

や

生

活

習

慣

病
（

高

血

圧

な

ど
）

に

な

ら

な

い

た

め

の

工

夫

に

つ

い

て

望

ま

し

い

食

生

活

に

つ

い

て 寝

た

き

り

や

介

護

の

予

防

に

つ

い

て

運

動

の

方

法

に

つ

い

て

健

康

診

断

・

各

種

検

診

の

内

容

や

受

け

方

な

ど

に

つ

い

て

41.1 
46.3 

37.3 

18.8 20.3 18.6 

8.4 7.1 
3.6 

11.2 

42.8 
37.4 35.9 

24.7 
18.3 

12.0 
8.1 6.9 5.0 

12.6 

0%

25%

50%

75%
平成25年度調査 一般高齢者（回答者数=581）

平成28年度調査 一般高齢者・要支援認定者（回答者数=725）
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(２)心配ごとや悩みごと 

あなたには心配ごとや悩みごとがありますか。(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心配ごとや悩みごとは、「自分の健康のこと」が一般高齢者・要支援認定者におい

て61.7％、在宅要介護認定者において70.2％と最も多くなっています。 

 

 

 

(３)現在の幸せ度 

あなたは、現在どの程度幸せですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の幸せ度は、「５点」19.0％が最も多く、以下「８点」18.2％、「７点」

15.0％、「10点(とても幸せ)」14.5％、「９点」11.3％などとなっています。幸せ

度の平均は、7.07点となっています。 

 

５
点

０
点
（

と
て
も

不
幸
）

１
点

２
点

３
点

４
点

６
点

７
点

８
点

９
点

 
点
（

と
て
も

幸
せ
）

無
回

答

0.1 0.6 1.2 
2.9 2.1 

19.0 

11.0 

15.0 

18.2 

11.3 

14.5 

4.0 

0%

10%

20%

30%
一般高齢者・要支援認定者（回答者数=725）

平均 7.07 点 

10 

家
の

老
朽
化
な

ど
、

住

ん
で

い
る
家
に

関
す
る

こ
と

自
分

の
健
康
の

こ
と

家
族

の
健
康
の

こ
と

地
震

や
風
水
害

な
ど
災

害
時

の
対
応
の

こ
と

生
活

費
な
ど
経

済
的
な

こ
と

配
偶

者
に
先
立

た
れ
た

後
の

生
活
の
こ

と

無
回

答

病
気

な
ど
の
と

き
、

面

倒
を

み
て
く
れ

る
人
が

い
な

い
こ
と

孤
独
（

ひ
と
り

暮
ら
し

な
ど
）

に
な
る

こ
と

家
族

や
友
人
と

の
人
間

関
係

の
こ
と

趣
味

や
生
き
が

い
が
な

い
こ

と

そ
の

他

心
配

ご
と
は
な

い

61.7 

42.6 

24.7 
20.1 18.5 

11.0 8.1 5.8 4.1 3.7 2.1
9.8

4.6

70.2 

25.2 

14.6 
19.9 

14.6 
9.9 

5.3 
7.9 

4.0 

11.3 

0.7
6.6 5.3

0%

25%

50%

75%
一般高齢者・要支援認定者（回答者数=725）

在宅要介護認定者（回答者数=151）
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(４)介護保険サービスを充実させるために、費用負担が増えることについての考え 

超高齢社会を迎え、介護保険サービスを充実させるために、費用負担が増えることについてどう思

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

介護保険サービスを充実させるために費用負担が増えることについては、「保険料

の負担がその分増えることはやむを得ないが、利用料の負担は現状程度とするのがよ

い」が一般高齢者・要支援認定者において26.2％、在宅要介護認定者において

46.4％と最も多くなっています。 

一般高齢者・要支援認定者
（回答者数=725）

在宅要介護認定者
（回答者数=151）

9.4 

9.9 

26.2 

46.4 

21.7 

14.6 

4.6 

4.6 

3.9 

1.3 

23.3 

16.6 

11.0 

6.6 

0% 25% 50% 75% 100%

保険料や利用料などの負担がその分増えてもやむを得ない

保険料の負担がその分増えることはやむを得ないが、利用料の負担は現状程度とするのがよい

保険料の負担は現状程度とし、必要な費用は利用者の自己負担とするのがよい

保険料や利用料の負担は現状程度とし、介護保険サービスが低下してもやむを得ない

保険料や利用料の負担を減らし、介護保険サービスの充実は望まない

わからない

無回答



 

 13  

第
２
章 

高
齢
者
を
取
り
巻
く
菊
川
市
の
状
況 

 

(５)介護保険サービスの利用や申請手続きに関して、今後改善して欲しいこと 

介護保険サービスの利用や申請手続きに関して、今後どのようなことを改善して欲しいと思います

か。(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスの利用や申請手続きに関して、今後改善してほしいことは、

2016(平成28年)度調査では「要介護認定の申請手続きをわかりやすく」30.5％が最

も多く、以下「制度や事業者についての情報提供の充実」25.8％、「利用できるサー

ビスの種類を増やす」19.9％などとなっています。 

無
回
答

サ
ー

ビ

ス
利
用

限
度
額

を
増
や

す

サ
ー

ビ

ス
提
供

事
業
者

の
質
の

向
上

相
談
や

苦
情
の

窓
口
の

充
実

ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ

ー

の
質

の
向
上

そ
の
他

特
に
な

い

要
介
護

認
定
の

申
請
手

続
き
を

わ
か
り

や
す
く

制
度
や

事
業
者

に
つ
い

て
の
情

報
提
供

の
充
実

利
用
で

き
る
サ
ー

ビ
ス

の
種
類

を
増
や

す

要
介
護

認
定
の

た
め
の

訪
問
調

査
の
内

容
や
方

法 サ
ー

ビ

ス
利
用

の
契
約

手
続
き

を
わ
か

り
や
す

く 選
択
で

き
る
サ
ー

ビ
ス

提
供
事

業
者
の

数
を
増

や
す

27.3 

18.5 

10.0 

18.1 
14.9 

9.6 8.8 8.8 8.8 
5.6 

0.8 

19.7 

14.1 

30.5 

25.8 

19.9 18.5 
15.2 

13.2 13.2 12.6 

7.3 
4.6 

0.0 

15.9 

9.9 

0%

15%

30%

45%
平成25年度調査 認定者（回答者数=249）

平成28年度調査 在宅要介護認定者（回答者数=151）
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(６)現在の生活を継続していく上で介護者が不安に感じる介護(※主な介護者が回答) 

※主な介護者のみ 

現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等は何ですか。 

(複数回答)現状で行っているか否かは問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の生活を継続していく上で介護者が不安に感じる介護は、「認知症状への対応」

35.9％が最も多く、以下「日中の排泄」33.0％、「夜間の排泄」27.2％、「外出の

付き添い、送迎等」19.4％、「服薬」14.6％などとなっています。 

 

衣
服
の

着
脱

屋
内
の

移
乗
・

移
動

医
療
面

で
の
対

応
（

経

管
栄
養
、

ス
ト
ー

マ

等
）

そ
の
他

の
家
事
（

掃

除
、

洗

濯
、

買

い
物

等
）

身
だ
し

な
み
（

洗
顔
・

歯
磨
き

等
）

そ
の
他

不
安
に

感
じ
る

こ
と
は

特
に
な

い

無
回
答

9.7 9.7 8.7 
5.8 

3.9 
5.8 6.8 5.8 

0%

15%

30%

45%

金
銭

管
理
や
生

活
面
に

必
要

な
諸
手
続

き

食
事

の
介
助
（

食
べ
る

時
）

入
浴

・
洗
身

食
事

の
準
備
（

調
理

等
）

認
知

症
状
へ
の

対
応

日
中

の
排
泄

夜
間

の
排
泄

外
出

の
付
き
添

い
、

送

迎
等

服
薬

35.9 
33.0 

27.2 

19.4 

14.6 13.6 
11.7 10.7 9.7 

0%

15%

30%

45%

平成28年度調査 在宅要介護認定者（回答者数=103）



 

 15  

第
２
章 

高
齢
者
を
取
り
巻
く
菊
川
市
の
状
況 

 

(７)介護に困ったときの相談先(※主な介護者が回答) 

※主な介護者のみ 

あなたは介護に困ったときだれに相談していますか。(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護に困ったときの相談先は、2016(平成28)年度調査では「ケアマネジャー(介護

支援専門員)」78.6％が最も多く、以下「家族(夫または妻(内縁を含む)、子ども等)」

76.7％、「親類」19.4％などとなっています。 

 

と
な

り
近
所
の

人

地
域

包
括
支
援

セ
ン

タ
ー

の
職
員

ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

市
町

及
び
県
の

相
談
窓

口
（

介
護
・
福

祉
担
当

職
員
、

保
健
師

な
ど
）

ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ

ー
（

介

護
支

援
専
門
員
）

家
族
（

夫
ま
た

は
妻

（

内

縁
を
含
む
）
、

子

ど
も

等
）

親
類

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利
用

す
る

施
設
の
職

員

病
院

や
診
療
所

の
医
師

な
ど

友
人

・
知
人

57.7 
66.9 

17.1 
12.6 

14.3 
10.3 

1.1 1.7 
6.9 2.9 

78.6 
76.7 

19.4 18.4 
14.6 

8.7 
3.9 3.9 2.9 1.9 

0%

30%

60%

90% 平成25年度調査 認定者（回答者数=175）

平成28年度調査 在宅要介護認定者（回答者数=103）

無
回

答

薬
局
（

薬
剤
師
）

や
介

護
用

品
店
（

店

員
）

民
生

委
員

家
族

会

認
知

症
コ
ー

ル

セ
ン

タ
ー

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上
の

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

・
サ
イ

ト
（

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な

ど
）

そ
の

他

相
談

し
た
い
が
、

相
談

す
る

相
手
が
い

な
い

だ
れ

に
も
相
談

し
な
い

特
に

困
っ

て
い

る
こ
と

は
な

い

1.1 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 2.3 
1.1 

4.0 4.0 
1.9 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.0 

0%

30%

60%

90%
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(８)どこで介護を受けたいか 

あなたに介護が必要となった場合、どこで介護を受けたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どこで介護を受けたいかは、「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いなが

ら、自宅で介護してほしい」が一般高齢者・要支援認定者において40.4％、在宅要介

護認定者において50.3％と最も多くなっています。 

 

 

(９)どのように介護したいか(※主な介護者が回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのように介護したいかは、「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いなが

ら、自宅で介護したい」45.9％が最も多く、以下「なるべく家族のみで、自宅で介護

したい」18.3％、「わからない」13.0％、「老人ホームなどの介護施設に入所させ

たい」12.8％などとなっています。 

一般高齢者・要支援認定者
（回答者数=725）

在宅要介護認定者
（回答者数=151）

21.9 

17.2 

40.4 

50.3 

15.6 

17.2 

0.7 15.7 

7.3 

5.7 

7.9 

0% 25% 50% 75% 100%

なるべく家族のみで、自宅で介護してほしい

介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自宅で介護してほしい

老人ホームなどの介護施設に入所したい

その他

わからない

無回答

一般高齢者・要支援認定者
（回答者数=725）

18.3 45.9 12.8 1.9 13.0 8.0 

0% 25% 50% 75% 100%

なるべく家族のみで、自宅で介護したい

介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自宅で介護したい

老人ホームなどの介護施設に入所させたい

その他

わからない

無回答
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(10)在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスはありますか。現在利用していて、さらなる

充実が必要と感じる支援・サービスも含んでご回答ください。(複数回答) 

※介護保険サービス、介護保険以外の支援・サービスともに含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、一般高齢者・要支援認定者では

「移送サービス(介護・福祉タクシー等)」18.1％、「配食」17.5％、「機能訓練やリ

ハビリができる通いの場」15.6％などが多くなっています。 

在宅要介護認定者では、「配食」21.9％、「機能訓練やリハビリできる通いの場」

と「介護用品(紙おむつなど)の支給」が19.9％、「移送サービス(介護・福祉タクシ

ー等)」19.2％などが多くなっています。 

 

サ
ロ

ン
な
ど
の

定
期
的

な
通

い
の
場

掃
除

・
洗
濯

庭
の

草
取
り
・

草
刈
り

移
送

サ
ー

ビ
ス
（

介

護
・

福
祉
タ
ク

シ
ー

等
）

配
食

機
能

訓
練
や
リ

ハ
ビ
リ

が
で

き
る
通
い

の
場

外
出

同
行
（

通

院
、

買

い
物

な
ど
）

見
守

り
、

声
か

け

18.1 17.5 
15.6 

12.8 12.3 12.0 10.3 9.4 

19.2 
21.9 19.9 

7.9 

12.6 

5.3 

9.3 7.9 

0%

15%

30%

45%
一般高齢者・要支援認定者（回答者数=725）

在宅要介護認定者（回答者数=151）

ゴ
ミ
出

し

介
護
用

品
（

紙

お
む
つ

な
ど
）

の
支
給

買
い
物
（

宅
配

は
含
ま

な
い
）

調
理

そ
の
他

特
に
な

い

無
回
答

8.7 8.7 8.4 
5.2 

1.0 

34.3 

21.2 

6.0 

19.9 

3.3 
6.0 

2.0 

25.2 

15.2 

0%

15%

30%

45%
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

● １ 基本理念 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

菊川市総合計画のまちづくりの基本目標では、乳児から高齢者まで、菊川市に住むすべ

ての人たちが可能な限り住み慣れた地域で、生きがいを感じながら安心していきいきと暮

らしていけるよう、健康づくりや介護予防への参加を促し、福祉・保健・医療・地域など

関係機関の連携による、切れ目のない医療や介護を受けられる環境を整えるとともに、障

がいや病気などの有無によって分け隔てられることなく、尊重し合いながら共生するまち

の実現をめざしています。 

本計画においては、より高齢化が進展することを踏まえ、高齢者が健康で活動的に暮ら

せるよう、健康寿命の延伸などの健康増進や医療の充実、生涯学習活動との連携により、

市民自らが積極的に健康づくり生きがいづくりに取り組む社会をめざし、基本理念を次の

ように設定します。 

 

健康で元気に暮らせるまち 

～ きらきら生きる ～ 
 

 

● ２ 基本目標 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

本計画では、次の３つの目標を定めます。 

 

目標１ 安心して暮らすことができる基盤の整備 

 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにす

るためには、身近な地域の中で医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供

される仕組みづくりと本人や介護する家族のニーズに応じた事業の充実が必要となっ

ています。 

そのために、地域住民や地域の支援者、福祉に関わる事業者、医療機関、行政が連

携し、総合的に高齢者の暮らしを支えることができるよう、地域のネットワークづく

りを推進し、地域包括ケアシステムの深化・推進をめざします。 

また、高齢者のニーズに応じて、医療・介護・生活支援などの必要なサービスを包

括的かつ継続的に提供できるよう、地域包括ケアシステムの中核機関としての地域包

括支援センターの一層の機能強化を図っていきます。 
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目標２ 生きがいづくりと介護予防の促進 

 

高齢者になってもいきいきと活動するには、自ら健康管理をするとともに、生きが

いを見つけて活動できる環境と、元気なうちから介護予防に取り組むことが必要です。 

高齢者が自らの健康に関心をもち、健康づくりや介護予防などの取り組みに参加で

きるように、高齢者のニーズにあった健康増進・介護予防サービスの基盤整備を進め

るとともに、地域の中で自主的な介護予防の取り組みや活動支援を行います。 

また、歳を重ねても健康で働きたい、地域に貢献したい、という思いを持っている

人はたくさんいます。高齢者の知識や経験を地域社会に活かし、生きがいを持って生

活を送ることができるよう、地域活動やボランティア活動に関する情報発信を行うと

ともに、活動への参加を促進します。 

 

 

 

目標３ 高齢者を支えるサービスの充実 

 

介護保険サービスを必要とする高齢者が今後も増加すると見込まれるなかで、高齢

者のライフスタイルやニーズも多様化し、高齢者一人ひとりとその家族の生活の実態

に適したサービスの提供が求められています。 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、

高齢者の生活を支援する各種サービスの質と量の充実を図っていきます。 

また、介護保険事業の適正な運用と持続可能な運営とするため介護サービス事業者

へ公正かつ適切な指導監督を行うとともに、利用者がサービスの選択が容易にできる

よう関係機関と連携し、各サービスの情報を周知します。 
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● ３ 日常生活圏域の考え方 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

市が設定する日常生活圏域は、東部地区、西部地区、南部地区の３圏域です。 

この日常生活圏域は、概ね中学校区単位となるように設定しています。人口、高齢者数、

圏域面積などもほぼ同規模となっています。 

 

 

東部地区 

(菊川東中学校区・牧之原中学校区) 

北部は、森林地帯があり、東部の牧之原
台地に面した丘陵地は、全国に誇る一大茶
園地帯です。 

地区の中央部を東名高速道路とＪＲ東海
道線、ＪＲ東海道新幹線が横断し、１級河
川菊川が地区を縦断しています。菊川右岸
側に商業地と住宅地、左岸側に市営・県営
住宅や住宅地、介護老人福祉施設がありま
す。市街地の東側に工業団地が隣接してい
ます。 

西部地区(菊川西中学校区) 

東名高速菊川IC周辺部は、住宅地と商業
地が混在した市街地が形成され、JR東海道
線菊川駅から南に広がる市街地と一体的に

都市基盤が整備されています。また、駅北
側は商業集積などの開発が進められていま
す。市役所や菊川市立総合病院をはじめ介
護老人福祉施設、介護老人保健施設も立地
しています。 
北西部、南部は、水田や丘陵地では茶園

が広がっています。 

南部地区(岳洋中学校区)  

北側は丘陵地、南側は田園地帯となって
おり、中央公民館、小笠支所、家庭医療セ

ンターや介護老人福祉施設があります。 
掛川浜岡線沿線に市街地があり、掛川浜

岡線バイパスの整備が進められています。 
 

圏域名称 総人口(人) 高齢者数(人) 高齢化率(％) 

東部地区 14,328 3,903 27.2 

西部地区 18,546 4,644 25.0 

南部地区 15,021 3,943 26.2 
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● ４ 制度改正の概要 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

(１)地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

介護保険制度は、これまでの制度改正において「地域包括ケアシステムの推進」、

「介護保険制度の持続可能性の確保」に取り組んできましたが、今後もこの２点を深

化・推進していく観点から、必要な見直しを進めていきます。 

特に団塊世代が75歳以上となる2025年、さらには団塊ジュニア世代が65歳以上と

なる2040年に向けて、大都市やその周辺都市、地方都市、中山間地域など、地域に

よって高齢化の状況及びそれに伴う介護需要も異なってくることが想定され、地域実

情に合わせた地域包括ケアシステムを深化・推進していくことが重要であるとされて

います。 

「地域共生社会」の実現に向けて、公的支援の従来の「縦割り」のサービス提供体

制から、「我が事」・「丸ごと」の地域づくりを育む仕組みへの転換が求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

総合保健福祉センター 
(プラザけやき) 

長寿介護課、健康づくり課 
福祉課、社会福祉協議会 

在宅医療・ 
介護連携 

 
医師会、歯科医
師会、薬剤師会 

市立総合病院 

 
家庭医療センター 
（あかっちクリニック） 

介護が必要 
になったら 

 

病気に 
なったら 

 

元気に暮らす
ために 

 

困りごとが 
あったら 
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(２)制度改正のポイント 
 

●自立支援・介護予防・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 
 
○自立支援、介護予防・重度化防止の取組 

・リハビリテーション職との連携などによる自立支援・介護予防施策の推進 

○ＰＤＣＡによる地域の実態の把握に基づく課題分析、目標設定と取組内容の検討 

・目標の達成状況の点検、評価、公表 

・国が設定する指標につき、自治体による自己評価と国への報告 

○地域マネジメントによる地域包括支援センターの機能強化 

・地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価 

・居宅サービス事業者の指定などに対する保険者の関与強化 

○地域ケア会議の課題の検討 

・地域ケア会議の内容や機能の明確化(課題発見、資源開発、政策形成など) 

・協議体やコーディネーターによるニーズの把握 

・多職種連携の機会・ネットワークづくりと研修機会の充実 

・地域包括支援センターから区・市へ報告及び提案するシステムの整備 

○認知症施策の推進 

・新オレンジプランの基本的な考え方を制度上明確化 

 

●医療・介護の連携の推進等 
 
○医療・介護の連携などに関する提供体制の整備 

・「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」などの機能と、「生活施設」と

しての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設の創設 

○医療・介護の総合確保方針への対応 

・医療計画との同時改定を踏まえた整合性の確保、そのための協議の場の必要性 

・市町村が行う地域課題の分析などに関する都道府県による支援 

(研修や地域分析の支援、医療職の派遣などのための調整) 

 

●地域共生社会の実現に向けた取組の推進 
 
○地域住民と行政などとの協働による包括的支援体制づくり 

・高齢者を含めた生活上の困難を抱える人への対応や複合課題への対応 

○共生型サービスの創設 

・高齢者と障がい児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と

障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付け 

○多様な担い手の育成・参画 

・介護人材の確保をはじめとした、多様な就労・社会参加の場の整備 

・介護離職ゼロをめざした職場環境整備への働きかけ 
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● ５ 計画のポイント ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

本計画においては、本市の基本目標に基づき、「地域包括ケアシステムの深化・推進」

に向けて重点的に取り組むべき課題を「重点事業」として位置づけます。 

 

重点事業１ 自立支援・重度化防止にむけて 
 

要介護状態になることの予防や、そうした状態の軽減、悪化の防止のため、高齢者

一人ひとりが介護予防の必要性に気づき、日常生活の中で自ら介護予防に取り組み、

継続できる仕組みづくりを推進するもので、2017(平成29)年の介護保険法改正のポ

イントとしてこの取り組みを推進することが位置付けられたものです。 

高齢者の自主的な介護予防の促進や、地域における自立した日常生活の支援、状態

に応じた自立支援と重度化防止にむけたケアプランの作成を行うことで、高齢者やそ

の家族が地域において安心して日常生活を営むことができるように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要
介
護
状
態 

虚
弱
な
状
態 

活
動
的
な
状
態 

一
次
予
防 

二
次
予
防 

三
次
予
防 

介護予防教室の開催を通じて、元気な高齢者の

自主的な介護予防を促進する 

 
◆介護予防普及啓発事業(P73) 

(出前行政講座、70歳の健康講座、いきいきサロンなど) 
◆地域介護予防活動支援事業(P74) 

(ボランティア養成、活動支援) 
◆地域リハビリテーション活動支援事業(P75) 

(地域サロン等へのリハビリテーション専門職の派遣) 

要介護状態 
になることの 

予防 

総合事業対象者や要支援認定者の自立支援と重

度化防止に向けたケアプランの作成とサービスの

提供 
◆介護予防ケアマネジメント事業(P33) 
◆地域ケア会議(P31) 

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業) 
◆介護予防・日常生活支援総合事業(P79～81) 

(訪問介護・通所介護相当サービス、元気はつらつ教室など) 

生活機能低下
の早期発見、
早期対応 

要介護認定者の可能な範囲での自立支援と重度

化防止に向けたケアプランの作成 

 
◆地域ケア会議(P31) 
◆ケアプランの点検(P99) 

要介護状態の 
改善、重度化 

の予防 

高齢者の状態    予防事業の目的          取り組み 
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重点事業２ 認知症施策の推進 
 

厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人、65歳以上の高

齢者の約５人に１人に達すると推計しています。超高齢社会を迎え、高齢者や認知症

の人をいかに支えていくかは、地域社会における重要なテーマとなっています。アン

ケート調査においても認知症予防への関心の高まりが結果に表れてきていますが、

「認知症になった場合に支援してくれる人」については２割程度が「いない」と回答

しており喫緊の課題となっています。 

国では、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自

分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し、認知症施策推進総合戦略、

新オレンジプランを推進しています。 

菊川市でも新オレンジプランに基づき、認知症施策に重点的に取り組み、「認知症

になっても、本人や家族の意思が尊重され、住み慣れた地域で生活し続けることがで

きるまち きくがわ」をめざします。 

【◆認知症サポーター養成  (P36)】／【◆認知症ケアパスの普及(P37)】／ 

【◆認知症初期集中支援チーム(P38)】／【◆認知症地域支援推進員(P39)】／ 
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重点事業３ 生活支援サービスの基盤整備の推進 

 

2014(平成26)年の介護保険法改正により、地域支援事業の包括的支援事業(社会保

障充実分)として、生活支援体制整備事業が創設されました。単身や夫婦のみの高齢

者世帯や認知症の高齢者が増加する中、地域における福祉活動(助け合い、見守り、

居場所づくり等)を担う多様な主体と連携しながら、高齢者を地域で支えるための取

り組みを推進し、同時に地域における高齢者の活躍の場を一体的に提供することが求

められていることから、その地域ならではの支え合いの仕組みづくりについて重点的

に取り組みます。 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、より身近な地域での支え合いが

不可欠です。一方で、地域によって資源や人材、生活環境やそれに対する課題は様々

であることから、各地域における高齢者を支える体制の整備・充実と、高齢者の社会

参加を一体的に推進するため、生活支援コーディネーターと協議体を設置します。 

生活支援コーディネーターは、地域活動の状況を把握・共有し、地域におけるちょ

っとした困り事などを解決するための取り組みや、生活支援等サービスの開発につい

て地域と一緒に考えながら、地域活動の支援や助言、行政等への提案を行います。 

協議体は、生活支援コーディネーターを組織的に補完し、生活支援等サービスを行

う多様な主体等が、定期的に情報の共有及び生活支援等サービスについて協議をする

場を設置することで、多様な主体間の連携や協働による体制整備を推進することを目

的とします。 

 

【◆生活支援体制整備事業(P42)】 
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● ６ 計画に基づく事業の体系 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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施 策 の 方 向 

第４章 目標に向けた取り組み 

 

 

● 目標１ ●  安心して暮らすことのできる基盤の整備  ●●●●● 
 

 

１ 地域包括支援センターの充実 

 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要

な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること

を目的として設置され、地域包括ケアシステム構築に向けての中心的役割を果たすこと

が求められています。 

その目的に沿って、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するた

め、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介

護予防ケアマネジメントの業務を行います。 

これらの業務は、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーがその専門知識や技能を

互いに活かしながらチームで活動し、地域住民や関係機関との連携・協働の体制をつく

り、相談対応や介護予防に関するマネジメントなど、高齢者への総合的な支援を行って

います。 

運営にあたっては、介護保険事業計画等推進委員会と兼務する委員で構成される地域

包括支援センター運営協議会を設置し、地域包括支援センターの設置、業務に係る方針、

運営、センター職員の確保に関することなどについて、適切、公正かつ中立的な運営を

確保しているかどうかの評価や検討を行い、地域包括支援センターの運営が円滑に進む

よう努めています。 

 

 

 

 

高齢化の進行や生活環境の変化に伴う相談件数の増加、困難事例への対応、介護予

防ケアマネジメント業務の増加などを勘案し、地域包括支援センターの増設、業務量

に応じた専門職などの人員配置により体制強化を図ります。 

また、職員の相談援助技術の向上を図るとともに、高齢者に関わる様々な関係機関

とのネットワークを図り、適切な相談対応に努めます。 
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①地域包括支援センターの運営・基盤整備 ___________________________________  

相談業務などの増加に対応するため、地域包括支援センターに必要な専門職(保健師、

社会福祉士、主任ケアマネジャー)の人材確保に努め、ブランチについては、2016(平

成28)年度に相談員１人を増員し、体制強化を図りました。 

地域包括支援センター運営協議会については、介護保険事業計画等推進委員会などの

会議と同時開催で行い、地域包括支援センター業務の実績報告やブランチ業務、人員配

置についての報告を行いました。 

今後も専門職の確保に努めると共に、今後も増加する相談や介護予防に関するケアマ

ネジメントに対応していくために、地域包括支援センターの増設に向けて、設置場所や

運営方法、適正な運営のための評価方法を検討していく必要があります。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

地域包括支援センター 
保健師(人) 

2 3 2 2 2 4 

地域包括支援センター 
社会福祉士(人) 

3 3 4 4 4 4 

地域包括支援センター 
主任ケアマネジャー(人) 

1 1 2 2 2 2 

ブランチ 
相談員(人) 

1 2 2 2 2 0 

合  計 7 9 10 10 10 10 

(４月1日現在) 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

地域包括支援センタ 

ー設置箇所数 
１箇所 ➡ ２箇所 

 

 地域包括支援センターの増設に向けて、設置場所や委託先の検討、専門

職の確保に努めます。 

 増設とあわせ、地域包括支援センター間の役割分担や連携についても検

討をしていきます。 

 地域包括支援センターに関する評価基準を明確にし、適正な運営が行わ

れるよう地域包括支援センター運営協議会を開催します。 
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②総合相談支援事業 ____________________________________  

地域包括支援センター及びブランチが受ける相談件数は年々増加しています。相談内

容は、介護保険や介護予防に関すること、日常生活や健康・医療に関することが多数で

すが、介護保険の住宅改修についての相談、成年後見制度や消費者被害といった権利擁

護に関する相談も増え、内容も多様化・複雑化しています。 

これらの相談に対応するため、2016(平成28)年度にはブランチ職員を１人増加し、

相談体制の充実を図りました。市栄養士や在宅歯科衛生士などの専門職、福祉課などと

も連携を図り、相談にあたっています。 

また、高齢者やその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、また、早期発見、

早期対応につながるよう、広報菊川やブランチだより、出前行政講座などで「高齢者な

んでも相談窓口」についての情報発信及び啓発グッズを利用した窓口の周知に取り組み

ました。 

今後も「高齢者なんでも相談窓口」としての地域包括支援センター及びブランチの周

知活動を継続する必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

相談延件数(件) 6,759 7,608 8,000 8,200 8,400 8,600 

 

 

 年々増加する相談件数や複雑化していく相談に対応するため、職員のス

キルアップを図ると共に、地域包括支援センターやブランチの体制につ

いて検討し、市民が利用しやすい相談体制の充実を図ります。 

 関係機関や専門職との連携を図りながら、相談対応を行います。 

 「高齢者なんでも相談窓口」としての地域包括支援センター及びブラン

チの周知活動を続けていきます。 
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③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 ____________________  

ケアマネジャーや民生委員児童委員、医療機関や介護サービス事業所などの関係機関

とは、会議や相談を通じて連携を図っています。 

居宅介護支援事業所のケアマネジャーの資質向上やネットワークづくり、ケアマネジ

メントに対する支援などを目的に研修会を開催しています。 

また、市内在勤･在住のケアマネジャー有資格者で構成される菊川市ケアマネジャー

協議会は、地域包括支援センターが事務局となり、活動を支援しています。 

地域ケア会議では、地域包括ケアシステムを推進するために歯科医師及び薬剤師代表

を新たに委嘱し、地域の医療・介護連携について話し合いました。 

また、地域ケア実務検討会では、ケアマネジャーなどが抱える困難事例について検討

し、個別支援を行うと共に、検討した事例から地域の課題を抽出して地域ケア会議へ報

告を行いました。 

民生委員児童委員に対しては、定例会を活用し情報提供などを実施しています。 

地域包括ケアシステムの深化・推進のための重点取り組みの一つに地域ケア会議の推

進として地域ケア会議を活用して地域課題の把握、発見した社会資源の活用などの具体

化・明確化が挙げられているため、ケアマネジャーや民生委員児童委員など、多職種連

携を通じながら取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

ケアマネジャー連絡会 
(研修会)(回) 

3 2 2 2 2 2 

ケアマネジャー協議会(回) 7 7 8 8 8 8 

地域ケア会議(回) 2 3 3 3 3 3 

地域ケア実務検討会(回) 9 8 8 9 9 9 

再掲：介護予防のための個別会議 
における検討事例数(件) 

0 0 0 2 3 3 

民生委員連絡会(回) 3 3 8 3 3 8 

 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

自立支援に向けたケ

アプラン作成のため 

の研修会出席率 

62.7％ ➡ 80％以上 

地域ケア実務検討会

における介護予防の

ための個別会議にお

ける検討事例数 

0件 

 

➡ 3件 
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 ケアマネジャーに対し、自立支援を目的としたケアプラン作成ができる

よう、研修会や事例検討で相談及び支援を行います。 

 ケアマネジャーの資質向上や情報交換、連携を深めるための体制づくり、

関係機関との連携強化についてケアマネジャー協議会で活動の支援を行

います。 

 地域ケア会議及び地域ケア実務検討会を実施し、ケアマネジャーが抱え

る支援困難事例の検討及び支援を行い、個別事例から地域課題の抽出、

分析し、政策形成につなげていくよう努めます。 

 民生委員児童委員と実態把握や連絡会で情報交換を行い、連携の強化を

図ります。 
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④介護予防ケアマネジメント事業 ___________________________  

地域包括支援センターでは、要支援認定者や支援や介護が必要となる恐れの高い人に

対して、介護予防サービスが利用できるよう介護予防プランを作成しています。 

2017(平成29)年４月から新しい介護予防・生活支援サービス事業が開始されたこと

で、市民にとってより簡潔な手続きで介護予防サービスが利用できるようになりました。

従来の介護保険相当サービスに加え、訪問型軽度生活援助サービスや短期集中型予防サ

ービス(元気はつらつ教室)など多様なサービス利用が可能になったことで、要支援認定

者に加え、総合事業対象者も含めた介護予防ケアプラン作成数が増加しています。 

また、介護予防ケアプランも利用するサービスによって従来型ケアプランに加え、簡

易型ケアプランが作成されるようになりました。 

そのため、2017(平成29)年度にはプランナーとしての職員を増員しました。今後も

増加が見込まれるプラン作成に対応する職員の確保が必要となってきます。 

また、自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの必要性が高まっていること

から、対象者の状況を適切に把握し、インフォーマルサービスや多職種連携を活用し、

介護予防に向けた支援をしていくことがますます重要になります。 

地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に介護予防マネジメントを委託する人

数も多いことから、ケアマネジャーへの支援・指導も引き続き行っていく必要がありま

す。 

 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年見込)  目標値(2020年) 

要支援認定者が軽度

化及び維持した者の

割合 

％ ➡ ％以上 

 

 今後増加が見込まれる要支援認定者及び総合事業対象者に対するプラン

作成業務に対し、プラン作成に対応する職員確保に努めます。 

 自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントが実施できるよう、対

象者の状況を適切に把握し、インフォーマルサービスや多職種連携を活

用した介護予防ケアマネジメントの実施に努めます。 

 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対する支援・指導を引き続き行

います。 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

従来型介護予防ケアプラン 
作成実件数(件) 

295 335 395 440 480 520 

再掲：直営(件) 41 42 47 53 57 62 

再掲：委託(件) 254 293 348 387 423 458 

簡易型介護予防ケアプラン 
作成実件数(件) 

73 59 90 100 100 100 
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２ 在宅医療・介護連携の促進 

 

看取りを含めた訪問診療に関しては、家庭医療センターで取り組まれており、一部の

開業医についても往診や訪問診療が実施されています。 

また、菊川市立総合病院では、退院支援時にケアマネジャーとの関わりを持つなど、

介護との連携を行っています。 

「どこで介護を受けたいか」という調査において、要支援認定を受けている人を含む

高齢者の62.3％が、また、要介護認定を受けている高齢者の67.5％が、自宅での介護

を望むと回答しています。入院医療施設からの在宅復帰促進の流れも加速しており、医

療と介護の両方を必要とする高齢者や認知症の人が、住み慣れた地域において暮らし続

けることができるよう、退院支援や在宅医療・在宅介護との連携強化のための体制を充

実させる必要があります。 
 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

在宅医療・介護連携支援 

コーディネーターの配置（人） 0 ➡ 1 

 

 

 

 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するた

めに、介護保険法第115条の45第２項第４号に定める下記の事業を行います 

(ア)地域の医療・介護の資源の把握 

(イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

(ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

(エ)医療・介護関係者の情報共有の支援 

(オ)在宅医療・介護連携に関する相談支援  

(カ)医療・介護関係者の研修  

(キ)地域住民への普及啓発  

(ク)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携  

 

これに基づき、在宅医療・介護連携に関する相談を受け付ける在宅医療・介護連携

支援コーディネーターの配置をします。 

地域ケア会議や医師会との打ち合わせ、事業所連絡会などで地域課題の整理や対応

策の調整などを行い、情報交換や情報共有を図ります。 

医師会などの協力を得ながら在宅医療・介護関係者に対する研修を実施します。ま

た、関係者への研修情報の提供を行います。 

関係者の情報共有や情報交換をスムーズに行うことができるよう、在宅医療・介護

連携情報システム活用の推進に努めます。 

市民に対しては、出前行政講座などを活用しながら、在宅医療・在宅介護に関する

普及啓発を行います。 
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３ 認知症施策の推進 

 

「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境の

中で、自分らしく暮らし続けることができる社会」を実現するために、認知症に対する

理解のための普及啓発をはじめ、予防、早期発見・早期対応の仕組みづくり、介護サー

ビスの提供や地域資源の活用、権利擁護など、多方面からの支援が求められています。 

「認知症安心ガイドブック」を2015(平成27)年10月に作成しました。認知症の症状

に応じたケアの流れや、認知症の程度により利用できるサービスの種類などを示してい

ますが、今後、一層広めて行く必要があります。 

体制づくりとしては、医療と介護が連携し、対応初期の6か月間を包括的・集中的に

関わる「認知症初期集中支援チーム」を、2018(平成30)年４月に設置します。また、

医療と介護、地域の関係機関との連携を支援しながら、認知症の人やその家族の相談業

務などを行うために配置した「認知症地域支援推進員」が、相談業務や普及啓発活動、

「認知症カフェ事業」を始めています。 

 

 

 

 

 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう認知症の人やその家

族を支える地域づくりを推進するため、認知症に関する理解を深めながら、支援する

人を養成します。 

認知症の人やその家族を支えるため「認知症地域支援推進員」を配置し、認知症対

策事業の企画調整などを行いながら、より良い体制づくりを進めていきます。また、

「認知症初期集中支援チーム」が有効に活動できるよう体制整備を行います。 

徘徊行動の見られる認知症の人を介護する世帯への支援として、ＧＰＳ徘徊探知機

器の整備に対する助成を行っていますが、認知症の人の安全を確保するとともに、介

護家族の不安の軽減を図るためにも、当事業をより良くするための検討を行います。 
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①認知症サポーター養成 _________________________________  

市内の認知症の人の見守り・支援体制の構築を目的として、養成研修を修了したキャ

ラバンメイトの協力により、「認知症サポーター養成講座」を開催しています。市民や

学生、事業所の従事者などを対象とし、認知症についての知識や認知症の人との接し方

について学ぶための講座を実施することで、認知症の人やその家族を見守り支援してい

ます。 

2015(平成27)年度に、キャラバンメイトの養成研修を当市で開催したことで、キャ

ラバンメイトが21人増加し、現在は40人が登録して活動を行っています。それに伴い、

キャラバンメイト連絡会の回数を２回から４回に増やしました。また、スキルアップ研

修会も開催をし、徐々に活動を充実させることができています。 

認知症は、今後も増加していくと考えられていますが、認知症になってもできる限り

住み慣れた地域で暮らし続けるためには、認知症について理解する市民を１人でも多く

増やすことが重要であり、幅広い年代に対して認知症に対する理解を求めていくことが

必要です。 

認知症サポーターが、地域における見守り活動の担い手としても活躍できるような環

境整備を進めます。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

認知症サポーター養成人数(人) 448 328 400 300 300 300 

認知症サポーター養成延人数
(人) 

2,012 2,340 2,740 3,040 3,340 3,640 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

子供サポーター数 146 ➡ 296 

 

 

 出前行政講座などで実施している認知症サポーター養成講座の受講者が

増加するように内容の充実や周知を図ります。 

 子供から高齢者まで、幅広い年代の人を対象に認知症サポーター養成講

座を開催していきます。 

 犬の飼い主に認知症サポーター養成講座の受講を呼びかけ、わんわんパ

トロール隊に認定し、犬の散歩を地域における認知症の人の見守り活動

として実施してもらうように協力をお願いしていきます。 

 キャラバンメイト連絡会や研修会を開催し、キャラバンメイト活動が広

げられるように支援していきます。 
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②認知症ケアパスの普及 _________________________________  

「認知症ケアパス」とは、認知症の人の生活機能障害の進行に合わせ、いつ、どこで、

どのような医療や介護サービスを受けることができるのかを示すものです。今後、認知

症の人が増加していくと言われている中、認知症の人とその家族が、地域の中で本来の

生活を営んでいけるよう、早期に必要な対応が行われるよう認知症ケアパスの普及を行

っていくことが必要です。 

2015(平成27)年10月に、現状の市のサービスと市内の医療機関の対応状況を調査し

掲載した「認知症安心ガイドブック」(認知症ケアパス)を作成しました。内容について

は、随時更新を行っています。「認知症安心ガイドブック」は、認知症サポーター養成

講座の受講者や、民生委員児童委員、来所相談者などに配布しており、各地区センター

や見守り事業所に配架をお願いし、市民への周知をしています。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

認知症ケアパス配布数(冊) 1,684 1,442 1,000 700 700 700 

 

 

 

 随時内容の更新を行い、必要な人の手元に届くように周知を継続してい

きます。 
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③認知症初期集中支援チーム ______________________________  

認知症が疑われる人の相談の中で、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」

という。)の対応が必要と判断された場合には、複数の専門職が自宅等へ訪問(アウトリ

ーチ)し、情報収集や観察・評価を行った上で、専門医を含めたチーム員会議により支

援の方針を決定します。その決定に基づき、対象者や家族への初期の支援を包括的・集

中的(おおむね６か月)に行うことで、対象者の自立した生活を支援します。 

支援チームは、プラザけやきに設置し、地域包括支援センターを窓口とします。支援

チームの体制等については状況に応じて柔軟に対応していきます。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

対応実件数(件) - - - 5 5 5 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

認知症初期集中支援

チーム設置数 
０チーム 

➡ 1チーム以上（必要

に応じチーム編成に

対応できる体制） 

 

 

 2018(平成30)年４月から地域包括支援センターを窓口として支援チー

ムを設置し、早期に医療的な判断が必要なケースや困難事例となり得る

ケースについて、包括的・集中的(おおむね６か月)に支援します。 
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④認知症地域支援推進員 _________________________________  

2017(平成29)年４月から認知症地域支援推進員を３人(市、地域包括支援センター及

びブランチに各１人)配置しています。推進員は認知症の人に対し、状態に応じた適切

なサービスが提供されるよう、地域包括支援センターや医療機関、介護サービス事業所、

地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための調整を行います。 

また、認知症カフェ「またきてカフェ」を開設することにより、認知症の人とその家

族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援することで、家族の

介護負担の軽減などを図ります。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

認知症地域支援推進員の配置(人) 0 0 3 3 3 3 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

認知症カフェの 

実施主体数 
1 ➡ 2 

 

 

 認知症の早期発見に繋げるための住民への情報提供(｢認知症安心ガイド

ブック｣の普及含む)を行います。 

 認知症理解の啓発と支える体制づくりのために、「認知症カフェ」の取

り組みを広げます。 
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⑤認知症高齢者探知システム整備事業 ________________________  

認知症高齢者探知システム整備事業は、認知症により徘徊行動の見られる高齢者など

を介護する世帯への支援として、ＧＰＳ徘徊探知機器の導入に対する助成を行い、認知

症の人の安全を確保するとともに、介護する者またはその家族の不安の軽減を図るもの

です。 

民間市場での様々な商品の登場から既に利用をしている携帯電話を活用するケースも

多いことから、この事業自体は、導入を支援する事業と位置づけています。 

今後、認知症の人の増加が推計されているため、より良い見守りを可能とする機器の

導入などの検討をしていきます。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実人数(人) 1 2 2 4 6 8 

再掲：新規(人) 1 1 0 2 2 2 

 

 

 事業の周知に努め、適切な事業の実施をしていきます。 

 より良い機器などの導入検討のため、情報収集に努めていきます。 
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４ 生活支援サービスの基盤整備の推進 

 

高齢者人口の急激な増加と共に、近年、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、さ

らには社会から孤立した高齢者への支援体制の充実が大きな課題となっています。 

支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域や家庭で暮らし続けるためには、多様な

支援ニーズに対して、その実情に合ったサービスを提供していくことが大事であるとと

もに、介護保険サービス以外の生活支援サービス、地域住民が主体となっての生活支援

サービスや見守り活動を拡充していくことが、今後ますます求められていきます。 

 

 

 

 

 

生活支援の担い手として、地域の支え合い体制による多様なサービスが創出される

よう、生活支援コーディネーターを配置し、担い手の発掘・育成やネットワークづく

りを行っていきます。 

社会福祉法人などが実施している配食事業を活用し、高齢者のみ世帯の状況を定期

的に把握する手段とします。また、積極的に介護予防に取り組んでいただくため、い

きいきサロン参加者に対する移送サービスを行います。 
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①生活支援体制整備事業 _________________________________  

高齢者が社会に参画し続けることは、自身の生きがいづくりや介護予防となることは

もとより、高齢者の持つ有益な能力を地域に還元していただくことで、地域コミュニテ

ィの活性化や社会の活力を維持することに繋がります。また、何らかの形で継続的に社

会と関わりを持ち続けることで、地域での孤立を防止することができます。 

現在、各地区のコミュニティ協議会の中の地域福祉を担う部会により、高齢者が積極

的に社会参加するきっかけとなるよう、地域サロンなどの活動を行っています。しかし

ながら内容については地域差が大きく、今後より良い活動とするために、仕組みや受け

皿をどのように構築していくのかが課題です。 

また、地域における活動を支えるボランティアの育成が必要です。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

生活支援コーディネーター配置
人数(人) 

- - 3 3 3 3 

協議体開催回数(回) - - 4 4 4 4 

(３月31日現在) 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

住民主体で月１回以上

集まる通いの場の数 
23 ➡ 32 

 

 

 菊川市生活支援体制整備事業実施要綱に基づき、生活支援コーディネー

ターを配置し、地域における助け合い活動や、多様な担い手による新し

いサービスなどの創出など、高齢者を支えるインフォーマルな活動を地

域に広めていくための事業を推進します。また、元気な高齢者が、これ

まで培ってきた知識や経験、技能を地域で活かす場として、サービスを

提供する側としても活躍できるよう、地域住民と一緒に考えていきます。 

 生活支援体制整備事業では、「移動支援」「買い物支援」「地域サロ

ン・居場所づくり」の３つの課題に重点を置き、地域でできることを地

域住民と一緒に考えていきます。 

 生活支援コーディネーターの取り組みを支えるため、自治会や地域にお

ける活動主体となる人や団体等で組織する協議体を設置し、取り組み内

容の共有や意見交換を行います。 

 実際に地域で活動されている担い手の人達との懇談会を開催し、意見交

換をしながら地域のニーズや課題を整理していきます。 

 道路交通法の改正に伴い運転免許証返納が話題になっていますが、返納

後の移動手段が課題として挙げられています。地域における生活支援活

動でできることについて検討を行います。 
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②配食サービス事業 ____________________________________  

配食サービス事業は、高齢者のみの世帯などで、食事の調理が困難な人に食事を配達

することにより、安否確認を行いながら、食生活の改善と健康増進を図るものです。 

配食を行う事業者が増え、メニューについても選択肢が増えたことや、高齢者のみの

世帯が増加していることから利用者が増えています。今後も増加が見込まれることから、

適切な事業実施に努めます。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実人数(人) 98 135 140 150 160 170 

延件数(件) 8,594 9,482 10,140 10,600 11,100 11,600 

 

 

 利用者の状態にあった適切な配食が受けられるよう、適切な事業の実施

をします。 
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③移送サービス事業 ____________________________________  

移送サービスは、移送車両により、歩行困難な人の自宅と医療機関との間、または介

護予防事業を利用する人の自宅と会場との間を送迎するものです。 

介護予防事業会場への送迎については、いきいきサロン利用者の増加に伴い、移送サ

ービスの利用も増加しています。 

移送サービス対象外の人については、社会福祉協議会の行う福祉車両の貸出しの他、

法人等の福祉有償運送の利用を勧めています。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

医療機関への送迎(人) 12 7 6 6 6 6 

医療機関への送迎(回) 88 64 70 72 74 76 

介護予防事業会場への送迎(人) 133 140 145 155 165 175 

介護予防事業会場への送迎(回) 9,517 9,962 9,964 10,160 10,360 10,560 

合計(人) 145 147 149 159 169 179 

合計(回) 9,605 10,026 10,183 10,460 10,760 11,060 

 

 

 適切な対象者の把握に努め、福祉有償運送などの利用も勧めながら、適

切に事業の実施をしていきます。 
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④生活管理指導短期宿泊事業 ______________________________  

生活管理指導短期宿泊事業は、養護老人ホームに一時的に入所させ、生活習慣などの

指導を行うとともに健康維持を図るものです。 

利用にはつながっていませんが、相談者もいるため、今後、高齢者が増加に伴い、利

用者が増加していくと見込まれます。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

日数(日) 0 42 21 21 28 35 

実人数(人) 0 3 3 3 4 5 

 

 

 養護老人ホームと連携しながら、適切な対象者の把握や事業の実施に努

めます。 
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施 策 の 方 向 

５ 家族介護支援  

 

ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の増加、また認知症の人の増加に伴い、老老

介護や認認介護の占める割合が高くなっていくことが予想されます。 

また、男性介護者の増加、複数の親の介護や介護と子育ての両方が必要な家庭、介護

のために仕事をやめざるを得なくなった介護離職などの問題も出てきています。 

社会背景や各家庭の状況によって家族の介護力が異なるため、実情に合ったきめ細や

かな介護者支援が求められます。 

高齢者ができるだけ住み慣れた地域で暮らしていくためには、その高齢者を介護する

介護者への負担を減らし、支援の充実を図ることが必要です。 

 

 

 

 

家族介護教室などの開催により、介護負担の軽減のための相談や支援、介護者同士

のつながりや情報交換の場を提供します。 

また、介護者への経済的負担を軽減するための支援として、紙おむつの支給などの

事業を実施します。 
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①家族介護教室・家族介護者交流事業 ________________________  

家族介護教室は、高齢者を介護している家族や介護に関心のある人を対象に、介護方

法や介護者の健康づくりなどについての知識や技術を習得してもらうための教室です。

これまで、認知症に関する講演会や排せつケアに関する講習などを「介護者のつどい」

と称して実施してきました。 

2016(平成28)年度に実施した高齢者実態調査から、介護者の不安に感じる介護の上

位に認知症への対応と排泄への対応が挙がっているため、今後も継続して介護知識の普

及活動を実施していく必要があると考えます。 

家族介護者交流事業は、主に認知症の人を介護する介護者同士の交流を通じて、介護

者の精神的負担の軽減や問題を解決する力を養っていくことができることを目的に、

2015(平成27)年度から「介護なんでもおしゃべり会」として開催しています。 

2017(平成29)年度から認知症施策の一環として始めた認知症カフェの目的と同様で

あることから、2018(平成30)年度以降の家族介護者交流事業は認知症カフェにて開催

していきます。 

介護マークは、男性介護者が介護のために女性の下着を買う際や、女性介護者が男性

トイレに付き添う場合などに精神的負担を軽減するため利用されているものです。今後

も介護者のつどいや認知症サポーター養成講座などを通じ、利用と周知を図っていきま

す。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

家族介護教室開催回数(回) 3 3 3 3 3 3 

家族介護教室参加延人数(人) 72 94 80 80 80 80 

家族介護者交流事業開催回数(回) 4 4 4 － － － 

家族介護者交流事業参加延人数
(人) 

31 32 30 － － － 

介護マーク配布数(個) 7 16 10 10 10 10 

 

 

 介護者が不安に感じている認知症への対応と排泄への対応などについて、

介護知識の普及のための講座を継続して実施していきます。 

 認知症カフェ「またきてカフェ」を活用し、介護方法の学習、リフレッ

シュ目的とした講座の実施、介護者同士の交流、介護者の精神的負担の

軽減や介護者同士で問題を解決する力を養っていくことができるような

場づくりのための事業を行います。 

 ケアマネジャーなど多職種との連携を図りながら、介護者支援を行って 

いきます。 

 介護マークについては、認知症サポーター養成講座などを通じ、引き続

き周知を図っていきます。 
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②在宅ねたきり老人等介護者手当支給事業 _____________________  

在宅ねたきり老人等介護者手当支給事業は、要介護３以上の認定者を在宅で６か月以

上介護している人を対象に、介護の労をねぎらうとともに、福祉の増進に寄与すること

を目的とし、介護者手当として月額3,000円を支給するものです。 

今後、この事業の在り方については、検討をしていく必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実人数(人) 283 294 290 280 270 260 

 

 

 適正・公平な手当支給のため、制度利用の周知に努めます。 

 この事業の在り方について検討しながら、適切な事業実施に努めます 

 

 

 

 

 

③在宅介護高齢者おむつ給付事業 ___________________________  

在宅介護高齢者おむつ給付事業は、要介護４・５の認定者で、非課税世帯の高齢者に

対し、在宅介護の援助を目的とし、紙おむつを給付することで、家族の経済的負担の軽

減を図るものです。該当する利用者が減少傾向にあります。 

今後、この事業の在り方については、検討をしていく必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実人数(人) 29 28 25 23 21 19 

延人数(人) 246 210 195 190 185 180 

 

 

 適正・公平な給付のため、制度の周知に努めます。 

 この事業の在り方について検討するとともに、適切な事業実施に努めま

す 
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④障害者控除対象者認定 _________________________________  

障害者控除対象者認定は、障害者手帳の交付を受けていない満65歳以上で、６か月以

上寝たきりの人や障がいを持つ人を対象とする事業です。障害者控除対象者認定を受け

ることで、所得税や市・県民税の申告での障害者控除を受けることができます。  

申請により、該当する人に障害者控除対象者認定書を交付します。制度利用の周知や、

適切な事業実施に努める必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実人数 (人) 29 43 43 48 53 58 

 

 

 制度の周知に努め、適切に事業の実施をします。 
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６ 見守り・権利擁護 

 

高齢者人口の増加、ひとり暮らし世帯や高齢者のみ世帯の増加、生活環境の変化など

様々な要因により、権利擁護や高齢者虐待に関する相談も増えています。高齢者が住み

慣れた地域において、安全かつ安心して暮らしていくために、困りごとの早期発見・早

期対応に努めることで、重大な問題を未然に防ぐための適切な対応が必要となります。 

我が国における認知症の人の数は2012(平成24)年で約462万人、65歳以上高齢者の

約７人に１人と推計されていて、軽度認知障害と推計される約400万人と合わせると、

65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人またはその予備群とも言われています。こ

のことから、成年後見制度の体制整備や高齢者虐待の防止のための取り組みも充実させ

ていく必要があります。 

また、消費生活の面でも、振り込め詐欺や高額商品の販売など、高齢者を狙った犯罪

が社会問題になっていることから、消費生活センターや民生委員児童委員、地域包括支

援センター、高齢者見守り事業所など地域の関係機関と連携して、見守りの目の強化、

被害の防止に努めていくことが求められています。 

 

 

 

 

高齢者が地域の中で安心・安全にして暮らしていくことができるよう、権利擁護や

高齢者虐待などに関する相談や啓発など、様々な対策を講じていきます。 

近年増加傾向にある高齢者を狙った犯罪にも注視し、地域での見守りを強化するた

めに、広報紙や自治会組織を通じた防犯意識の高揚はもとより、警察、防犯協会、自

治会、民生委員児童委員、消費生活センター、地域包括支援センター、高齢者見守り

事業所、ケアマネジャーなどとの連携を深め、消費者被害防止などに地域全体で取り

組んでいきます。 
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①高齢者見守りネットワーク ______________________________  

高齢者見守りネットワークは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、

高齢者の生活や状態の変化に気づきやすい団体、事業所などを高齢者見守り事業所とし

て登録し、高齢者見守り活動をお願いしています。2016(平成28)年度末時点で、医療

機関やスーパー、宅配業者など、市内外313箇所の事業所が登録されています。また、

高齢者見守り事業所であることを示す「高齢者見守り事業所ステッカー」を2016(平成

28)年度に作成し、301箇所から掲示の協力を得ることができました。 

見守り事業所からの相談件数は年々増加傾向にあります。企業による見守りに関する

地域貢献活動も増えているため、今後も見守りに対する意識がますます高まり、早期に

相談につないでもらうことが増えるよう、高齢者に関する情報発信を定期的に行い、窓

口の周知及び啓発活動、研修会への呼びかけなどを行っていく必要があります。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

高齢者見守り事業所(箇所) 315 313 315 315 318 320 

相談・通報実件数(件) 45 108 140 150 155 160 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

高齢者見守り事業所

登録数 
315件 ➡ 320件 

 

 地域の見守りに対する意識を高めるとともに、早期に相談につないでも

らうことが増えるよう、見守り事業所に対し高齢者に関する情報の定期

的な発信、研修会への呼びかけを行います。 

 多くの高齢者が利用しそうな事業所に対し、見守り事業所への登録を依

頼していきます。 

 市民に対しては、出前行政講座などを通じ、窓口の周知及び啓発活動を

行っていきます。 
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②緊急通報システム整備事業 ______________________________  

緊急通報システムは、65歳以上の高齢者のみ世帯または身体障害者のみの世帯などで、

緊急通報システムの設置を希望する世帯に整備し、緊急時の不安軽減を図るものです。 

家族が遠方に住んでいる人や登録できる連絡先がなく利用につながらない人もいるた

め、引き続き通報先についての検討をする必要があります。 

なお、高齢者用の携帯電話などの普及に伴い、当機器の導入を検討する人が減少して

います。しかしながら、緊急時の不安はあっても、初期投資の問題で導入をとまどって

いる世帯については、安価に利用できることから、事業を継続する必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実人数(人) 61 53 39 42 45 48 

再掲：新規(人) 8 3 2 3 3 3 

 

 

 課題について検討しながら、適切な事業実施に努めます。 

 民生委員児童委員などと連携し、設置が必要な人への新規整備に努めま

す。 
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③権利擁護相談事業 ____________________________________  

権利擁護相談は、高齢者が地域で安心して生活できるよう、高齢者の持つ様々な権利

を守ることを目的に、①認知症などにより判断能力が不十分な人への相談支援や成年後

見制度の活用及びその支援、②介護者や施設職員による暴力や暴言、金銭搾取などの高

齢者虐待に対する早期発見、早期対応、③訪問販売や振り込め詐欺などの消費者被害に

対する相談支援、未然に被害を防止するための関係機関とのネットワーク構築、④介入

拒否や高齢者やその家庭に重層的な課題のある事例への相談支援を行っています。 

高齢者人口の増加や、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加、生活環境の変化

による相談件数の増加に伴い、権利擁護や処遇困難事例に関する相談件数も増加し、複

雑な内容の相談も増えています。 

これらの相談に適切な対応ができるよう積極的に研修へ参加したり、他市の社会福祉

士などの専門職との情報交換を行ったりして、専門職としてのスキルアップを図ってい

ます。 

今後ますます増加が予想される複雑・多岐に渡る相談に対し、関係機関と連携を図り

ながら、適切な相談支援を行っていく必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

相談延件数(件) 223 231 240 250 260 270 

 

 

 高齢者虐待や成年後見制度、消費者被害など、権利擁護に関する相談に

対し、ケアマネジャー、介護保険サービス事業所、民生委員児童委員、

福祉分野の相談機関、医療機関、警察、地域住民などと連携を図りなが

ら対応に努めます。 

 専門職としてのスキルアップを図るために、研修会などへの参加を積極

的に行います。 
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④権利擁護啓発事業 ____________________________________  

高齢者の権利を守るための制度や対策を理解してもらうために、市民、民生委員児童

委員、ケアマネジャー、介護サービス事業所、高齢者見守り事業所を対象に、成年後見

制度や高齢者虐待防止に関する研修会を行っています。 

 消費者被害防止に関しては、消費生活センターと共催で研修会や情報交換会を実施し

ています。 

また、出前行政講座や市広報で、成年後見制度などの高齢者の権利を守るための制度

や対策について紹介しています。 

現状では、市民に対しての周知が十分に実施できていないことや、今後もひとり暮ら

しや認知症の人の増加が予想されるため、成年後見制度や高齢者虐待防止など権利擁護

に関する内容について多くの人に理解してもらうために、市民や関係機関に対して、広

くわかりやすく周知していく必要があります。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

権利擁護に関する研修会(回) 2 2 2 2 2 2 

成年後見制度の啓発人数(人) 37 24 261 1,000 1,000 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 より多くの市民に、高齢者の権利擁護に関する意識を高めてもらうため

出前行政講座や市広報、市の介護予防教室やいきいきサロンなどを通じ、

成年後見制度や消費者被害防止など、 高齢者の権利擁護に関する情報発

信を行います。 

 市民、民生委員児童委員やケアマネジャー、見守り事業所などの関係機

関に対して、権利擁護に関する研修会を継続して行います。 

 消費生活センターと連携を図りながら、共同してできる高齢者の権利擁

護の啓発方法について検討していきます。 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

成年後見制度の年間

啓発人数 
24人 ➡ 1,000人 
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⑤成年後見制度利用支援事業 ______________________________  

成年後見制度利用支援事業は、判断能力が十分でない認知症の人や、権利擁護の観点

からの対応が必要なケースについて、その人の財産や権利を保護するための支援、相談

を行うものです。 

また、成年後見制度の活用に関しては、地域包括支援センターの社会福祉士を中心に、

制度利用に関する判断や利用が必要な場合の申し立ての支援、診断書の作成や鑑定に関

する医療機関との連携、弁護士会、リーガルサポート(司法書士会)、権利擁護センター

ぱあとなあ(社会福祉士会)などと連携を図っています。 

成年後見制度の利用支援においては、行政だけではなく、親族やケアマネジャー、医

療機関や専門職団体など、多職種間における連携を図り、迅速かつ適切な対応に努めて

いく必要があります。 

市長申立についての相談はありましたが、前計画においては利用がありませんでした。 

今後、制度利用の増加が考えられることから、市民後見などの体制整備を行う必要が

あります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

成年後見制度が必要と判断した 
実件数 (件) 

13 3 5 5 5 5 

申立支援件数 (件) 2 2 3 3 3 3 

市長申立件数 (件) 0 0 1 1 1 1 

 

 

 成年後見制度の活用に関して、地域包括支援センターの社会福祉士を中

心に、制度利用に関する判断や利用が必要な場合の申し立て支援や医療

機関、弁護士会、リーガルサポート(司法書士会)、権利擁護センターぱ

あとなあ(社会福祉士会)などと連携を図っていきます。 

 市長申立については、適正な制度運用に努めます。 

 市民後見制度についての体制整備や啓発について、福祉課などと連携を

図りながら進めていきます。 



 

 57  

第
４
章 

目
標
に
向
け
た
取
り
組
み 

 

事 業 
の 

方 向 

⑥高齢者虐待防止事業 ___________________________________  

高齢者虐待防止については、相談窓口の周知と早期発見、正確な分析など、関係機関

との協力体制をつくりながら、適切に対応していくことが求められます。 

高齢者虐待の通報があった場合には、虐待コアメンバー会議を開催し、対応方法や支

援の方向性について検討しています。また、支援を実施している事例については、月１

回の定例会議を開催し、支援の進捗管理や評価、支援計画の作成を行っています。 

地域包括支援センターを中心に、ケアマネジャーや民生委員児童委員、介護施設及び

事業所、警察、医療機関などとの連携を密にし、虐待の早期発見や解決に向けた窓口の

周知、情報共有、個別支援の検討など、虐待に対応できるよう取り組んでいます。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

虐待相談・通報受理実件数(件) 15 11 10 10 10 10 

 

 

 高齢者虐待防止対応について、迅速で的確な支援・対応となるよう虐待

対応コアメンバー会議の実施、支援計画の進捗管理、高齢者虐対応のた

めのマニュアルの改定などを行います。 

 市民に対し、高齢者虐待防止の理解を深めてもらうための啓発活動や関

係者の資質向上のための研修会を実施します。 

 今後も、迅速で適切な対応をするとともに、関係者の資質向上のための

研修や関係機関との連携強化を図っていきます。 
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⑦老人保護措置事業 ____________________________________  

心身や環境上の理由、経済的な理由などにより、在宅での生活が困難となった高齢者

を支援するため、老人福祉法に基づき老人保護措置事業を実施します。 

養護老人ホームへの保護措置については、入所についての相談はあっても、介護保険

サービスや軽費老人ホームで対応できるケースも多いため、今後も本人や扶養義務者な

どの身体状況、経済状況などについて確認し、適切な事業実施に努める必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

年間実人数 (人) 17 16 15 17 19 21 

３月末入所者 (人) 15 12 15 17 19 21 

 

 

 養護老人ホームや西部地域の市町と連携しながら、適切な老人保護措置

事務に努めます。相談者の状況を適切に確認し、適正な措置をしていき

ます。 

 関係機関や民生委員児童委員などと連携し、対象者の把握に努めます。 
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７ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

 

市の持ち家率は93.6％と高くなっていますが、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯が急増

していることから、今後、居住の場を、高齢者の身体状況や生活状況などに応じた形で

安定的に確保していくことが重要となっていきます。 

地域包括ケアシステム推進会議には、住宅施策担当課も参加しており、公営住宅にお

ける高齢者世帯の上層階から下層階への住み替えや下層階への優先入居などは、既に協

力体制を得ています。 

地域包括支援センターでは、サービス付き高齢者向け住宅の登録情報を把握し、居宅

介護支援事業所などにも情報を年２回発信しています。 

その他、有料老人ホームなどの情報、「住まいづくり支援ガイド」や「高齢者対応住

宅相談員登録名簿」などを活用し、市の住宅施策担当課とも連携しながら、居住の場に

不安を抱える高齢者からの相談に対応しています。 

 

 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに関する情報把握・発信を行います。 

「住まいづくり支援ガイド」や「高齢者対応住宅相談員登録名簿」などを活用しな

がら、関係機関と連携を図り、居住の場に不安を抱える高齢者からの相談に対応して

いきます。 
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● 目標２ ●  生きがいづくりと介護予防の促進  ●●●●●●●● 
 

 

１ 生きがいづくりと社会参加の促進 

 

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと、健康で元気に充実した生活を送るためには、

「キョウヨウ(今日の用事)」と「キョウイク(今日行く所)」が必要です。何らかの形で

継続的に地域や社会との関わりを持つことは、社会からの孤立を防止することになり、

結果的に介護予防にも繋がります。 

それを実現するためには、家庭に閉じこもりがちになりやすい高齢者が、やりがいや

生きがいを感じ、積極的に社会参加したいと思うような環境や受け皿を整備することが

求められます。 

 

 

 

 

高齢者の積極的な社会参加を促すため、生きがいづくりや社会参加を促進すると共

に、高齢者の自主的な活動を支援していきます。 

高齢者の知識や経験を活かす場として、世代間、世代内の交流を促進するとともに、

高齢者の自主的な活動を支援していきます。 

また、生涯学習やスポーツ・レクリエーションをはじめとした生きがいの創出につ

いては、多様化していく高齢者のニーズに応えていくことができるよう、既存事業の

内容改善や新たなメニューの創設を図っていきます。 
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①老人クラブ活動の支援 _________________________________  

老人クラブ活動は、高齢者の社会参加、健康づくり、介護予防などに大きな成果を発

揮することが期待されています。高齢者の知識や経験を活かしながら、明るく豊かな長

寿社会づくりをするためにも、近年の解散してしまうクラブが増えていること、そして

老人クラブへの新規加入者が減少していることは課題です。 

高齢者の価値観が多様化する中、共通の趣味を持つ者が集うグループはいろいろ増え

ていますが、老人クラブの活動は趣味的活動に留まらず、社会貢献の活動を含んでいる

ことから、その存続には意義があり、高齢者活動の１つの選択肢となっていることはと

ても重要なことと言えます。 

 

 

 老人クラブ連合会（シニアクラブ菊川）への加入が、役員の負担が大き

くならないよう、現在実施している事業の見直しをし、高齢者のニーズ

にあった活動がされるよう支援します。 

 老人クラブへ加入することで、健康づくりや介護予防に繋がることをア

ピールするために、未加入団体へ連合会イベントへの参加を勧め、加入

を促します。 

 

 

②敬老事業 _________________________________________  

長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者への感謝や慰労と、同世代の交流や再会の

場としての敬老会を、市内10会場において開催しています。敬老会該当者は77歳以上

の人で、長寿者表彰者は90歳、100歳、101歳以上の人を対象としています。該当者数

は高齢化とともに年々増加していますが、出席率は40％前後となっています。 

また、100歳になったお祝いとして、希望者には市長が誕生日に自宅や施設へ訪問し、

記念品と花束を贈呈しています。 

敬老会の開催方法については2015(平成27)年度にアンケートをとり、その結果に基

づき実施をしていますが、今後の高齢化の進展を見ながら、今後の実施方法の検討をす

る必要があります。 

 

 

 敬老会該当者が年々増加している一方で、参加者は半数以下であること

から、対象年齢、開催方法、費用などについて検証、見直しを図ってい

きます。 

 100歳祝の対象者も今後増加することが見込まれるため、お祝い品など

について、見直しを行っていきます。 
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③スポーツ・レクリエーションの振興 ________________________  

高齢者が心身ともに健康で充実した生活を送るためには、だれもが参加しやすい各種

文化芸術活動、スポーツ・レクリエーション活動を推進するとともに、学習活動や介護

予防を組み込んだ講座などを開催し、生きがいづくりを図っていく必要があります。 

2017(平成29)年度には、積極的にスポーツに取り組んでいただくために、総合型地

域スポーツクラブ「アプロス菊川」に企画・協力を依頼し「シニアのための健康体操教

室」を３箇所５回コースで開催しました。教室ではロコモ予防のためのきくがわ体操や、

スポーツ吹き矢、リアル野球盤、トランポウォークなどを行いました。 

また、「ことぶき講座」では、シニア向けの体操教室や脳リフレッシュ講座を組み込

み、体験を通して介護予防に関する学習を行いました。 

 

事業名 回数 
2016(平成28)年度 

(人) 

シニアゲートボール大会 １ 48 

市長杯市民グラウンドゴルフ大会 １ 297 

スポーツ・レクリエーションフェスティバル １ 297 

体操教室 22 679 

ことぶき講座 ５ 42 

資料：社会教育課 

 

 生涯現役でいられる体力の維持と介護予防への取り組みとして、高齢者

を対象とした講座を通じて、知識の向上や参加者同士の交流を図り、高

齢者の生きがいづくりを進めます。 

 より多くの高齢者に参加していただくために、各種講座やグループ団体

などに関する情報提供の充実に努めます。 

 グラウンドゴルフ大会やゲートボール大会などを開催し、スポーツを通

した高齢者の生きがいづくり事業として推進します。また、ビーチボー

ル体験会など、世代間の交流が可能なファミリースポーツの普及に努め

ます。 
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④生涯学習活動の推進 ___________________________________  

生涯にわたりいきいきと暮らせるように、仲間と共に楽しく学ぶことができ、生きが

いをもって生活を送ることができる学習の場を提供する必要があります。 

その生涯学習の第一歩として、趣味づくりや交流を深めるきっかけづくりにつながる

「ステップアップ講座」を開催しています。老若男女が参加でき、趣味・学習・運動の

講座をバランスよく実施しています。2017(平成29)年度では参加者の内60代以上が

47％を占め、学習意欲の高さが窺えます。 

また、｢コミュニケーション、創造、健康｣をキーワードに、高齢者がいきいきと活動

できるようなプログラム内容を実施する「ことぶき講座」を５回コースで開設していま

す。内容は、体操や物づくり、認知症予防の講座、視察研修などを行っています。 

このような講座をきっかけに、受講生自らが中心となって活動する「自主講座」や、

文化協会への加入、または文化祭への出演・出展などにつながっていくことを期待して

います。 

 

事業名 回数(回) 
2017(平成29)年度 

(人) 

ステップアップ講座 10 397 

 再掲：60歳以上  10 176 

ことぶき講座 5 46 

資料：社会教育課 

 

 

 生涯学習を始める機会の提供として「ステップアップ講座」や、高齢者

がいきいきと活動できる「ことぶき講座」を通じて、知識の向上や参加

者同士の交流を図り、高齢者の生きがいづくりに努めます。 

 ライフスタイルや社会の急激な変化の中、市民の学習意欲も多種多様な

ものとなり、今後も引き続き時代のニーズに沿った講座や、市民の自主

的・自発的な学習の機会を提供していきます。 

 生涯学習講座を継続することで、発表の場として文化祭への出展や出演、

文化協会への加入を勧めます。 
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⑤就業等の支援 _______________________________________  

働く意欲のある高齢者の仕事の機会を確保するため、高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律に基づき、公益社団法人菊川市シルバー人材センターへの支援を行っています。 

これは、収入を得るということだけではなく、これまでに培った知識や経験を生かし

就労することで、社会参加と生きがいのある生活を送ることを目的としています。 

シルバー人材センターの就労率は景気動向により変化し、2016(平成28)年度には、

派遣から直接雇用への変更があり、大きな登録人数の減少がありました。また、退職年

齢の延長や継続雇用の促進がされていることから、新規会員の確保が大きな課題となっ

ています。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

シルバー人材センター登録人数

(人) 
403 382 382 385 390 395 

受託事業収入(千円) 222,038 214,530 215､000 217,000 228,000 235,000 

資料：シルバー人材センター育成事業実績報告書(３月31日現在) 

 

 

 シルバー人材センターが適切に人材を確保していくことと、会員が働く

ことを通じて社会参加していけるよう、支援に努めます。 

 シルバー人材センターの健全な運営のため、市からの発注なども含め、

仕事量の確保に努めます。 
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⑥ボランティア活動などへの支援 ___________________________  

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、市民の誰もが地域ぐるみで支え

あい、見守りのできる体制をつくる必要があります。そのひとつの手段として、ボラン

ティア活動が挙げられ、様々な年代のボランティアが、既に様々な活動を行っています。 

市では、社会福祉協議会が推進するボランティア活動の他に、教育委員会が設置する、

学生などのボランティアを支援するボランティア活動支援センター、市民活動の活性化

と市民協働の推進を図る市民協働センターがあります。それぞれのセンターが繋がりを

持ちながら、ボランティア活動・ボランティア育成活動を支えています。 

今後、少子高齢化が進む中、高齢者の日常生活の支援を考えて行く必要があります。

一部地域で始まっている日常生活支援の地域ぐるみの取り組みを、どのように広げて行

くかが課題となります。 

 

 

 幅広い年代(学生・勤労者層)への社会福祉への理解と、ボランティア活

動への参加意識の啓発及び情報提供を行います。 

 ボランティア養成講座において、高齢者に対するボランティア活動をメ

ニューに加えるなどの充実を図り、市民の積極的な参加を促進します。 

 お互いの活動を知ることで良い刺激となるよう、ボランティア団体同士

の交流機会を持つことに努めます。 
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２ こころとからだの健康づくり 

 

急速に高齢化が進む中で、高齢者が住み慣れた地域で健やかな生活を送り、介護を必

要とせずに「健康寿命」の延伸を実現していくには、高齢者自身の主体的な健康づくり

を基本に、普段の生活から健康を意識した取り組みを行い、社会生活を営むために必要

な機能を高齢になっても可能な限り維持していくことが大切です。 

また、高齢化の進展や疾病構造の変化により、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病

の割合が増加してきており、これら生活習慣病に重点を置いた対策を推進していくこと

も必要です。 

 

 

 

 

「みんなでつくろう 健康・元気に暮らせるまち きくがわ」を基本理念に、「健

康寿命の延伸と健康格差の縮小」を基本方針にした「第２次菊川すこやかプラン」

(2017(平成29)年度から2023年度)に基づいた様々な取り組みをします。 

高齢期を元気でいきいきと暮らすために、市民一人ひとりが健康意識を高め、若い

時期からの健康づくりと生活習慣病予防を行い、市は市民の一生涯にわたる健康づく

りを支援し、人と環境の両面から健康づくり施策を推進します。 

そのために、関係機関や団体などと連携を図り、正しい知識の普及や事業の周知、

支援を行っていきます。 
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①特定健康診査・特定保健指導 _____________________________  

ライフスタイルの多様化により、食生活の乱れや運動不足などが起こり生活習慣病に

罹患するリスクが高くなっています。そのため、健診(検診)受診により自分の健康状態

を把握し、健康管理する意識付けが必要です。 

高齢者の医療の確保に関する法律により、40歳から74歳の国民健康保険被保険者に

対して、特定健康診査及び特定保健指導を実施します。 

また、健診(検診)結果を正しく理解し、結果に合わせた生活習慣の改善や受診ができ

るよう知識の普及と情報提供に努めます。 

 

 

 特定健康診査の受診率や特定保健指導の参加率を増やすため、体制整備

や内容の検討、啓発活動を行います。 

 健診結果を正しく理解し、早期から生活習慣の改善や医療受診ができる

よう病態別教室などを実施し、対象者の支援に努めます。 
 

 

 

②がん検診 __________________________________________  

がんは死亡原因の第１位となっています。がんによる死亡者を減少させるためには、

がん検診の受診率を向上させることが重要です。しかし、受診率は、減少傾向、または

ほぼ横ばいとなっています。受診率向上のために、対象者に合わせた受診勧奨や受診し

やすい体制整備が必要です。 

 

 

 定期的に受診するよう啓発や情報提供に努めます。 

 受診率向上のために、受けやすい検診体制を整備していきます。 
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③歯科検診・歯科保健指導 ________________________________  

生涯にわたって自分の口から食べたり、社会活動に参加するためには、喪失歯の減少

や嚥下機能などの口腔機能の維持を図ることが必要です。そのために、ライフステージ

に応じた歯の手入れの方法を周知すると共に、かかりつけ歯科医による年１回以上の歯

科検診が必要です。 

市では、40･50･60･70歳の者を対象に歯周病検診を実施していますが、受診率は低

迷しています。 

 

 

 むし歯や歯周病、オーラルフレイル(歯の虚弱)予防などの正しい知識の

普及に努めます。 

 かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科検診の普及を図ります。 

 ８０２０推進員を養成し、歯や口の健康づくり活動を支援します。 

 

 

 

④健康教育 __________________________________________  

健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、「自らの健康は自

らが守る」という認識と自覚を高め健康の保持増進に資することを目的に、各種健康教

育を実施します。 

年３回実施している「簡易骨密度測定」などを含んだ「健康チェックの日」での60歳

以上の人が占める割合は約7割となっており、健康への関心は他の年代より高い状態で

す。 

 

 

 

 地域と連携しながら、規則正しい生活習慣の大切さや心の健康づくりな

どの知識について学ぶ機会を提供します。 

 各種団体や自治会からの依頼により、寝たきり予防のためのロコモティ

ブシンドローム、バランスの良い食生活や生活習慣病予防などをテーマ

にした出前行政講座などを実施します。 

 生活習慣病予防のための病態別教室などを行います。 
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⑤健康相談 __________________________________________  

心身の健康に関する個別相談に応じて必要な指導や助言を行うよう、定例の健康相談

を設けて実施しています。特に高血圧や糖尿病・脂質異常症などは、重点課題として位

置づけ、特定健診等要指導者のフォローの場にもなっています。 

定例健康相談利用者数は減少していますが、高齢者の占める割合は多い状態です。 

また、電話や窓口でも随時相談を実施していきます。 

 

 

 定例健康相談は、実施の周知を図ると共に、内容や日程などの検討をし

ていきます。 

 必要に応じて、関係機関への連絡や紹介を行っていきます。 

 

 

 

⑥訪問指導 __________________________________________  

保健指導が必要であると認められる人及びその家族などに対して、心身機能の低下の

防止と健康の保持増進を図ることを目的として、保健師・栄養士による訪問指導を行い

ます。 

 

 

 生活習慣病予防やその重症化予防については、特定健康診査受診者の結

果を基に受診勧奨や生活習慣病改善の指導を行っていきます。 

 必要に応じて関係機関と連携して実施します。 
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⑦高齢者予防接種 ______________________________________  

予防接種法により65歳以上の人に対して実施する予防接種は、インフルエンザ及び肺

炎球菌です。インフルエンザは約６割の人が、肺炎球菌は約4割の人が予防接種を実施

しています。 

高齢者は免疫力が低下しているため、肺炎を併発しやすく、重症化しやすくなってい

るため、今後も予防接種勧奨を実施していきます。 

 

 

 関係機関協力のもと、予防接種勧奨を実施します。 

 肺炎球菌予防接種では、定期接種以外の希望者への任意接種の実施 

((2019(平成31年)度以降)について検討してきます。 

 

 

 

 

⑧健康マイレージ事業 ___________________________________  

ロコモティブシンドロームを予防し健康寿命の延伸を図るため、2015(平成27)年度

から健康マイレージ事業を開始しました。 

これは、日々の運動や食事などの目標を達成できた場合や、健診の受診・健康に関す

る講座やイベントなどに参加することでポイントを集め、一定のポイントを貯めた人が、

特典を受けられる制度のことです。 

ポイント達成者は、ポイントを貯めやすく改善したことにより増加しています。 

特に６０歳以上の方が占める割合は約７割となっており、健康づくりに活用していた

だけるよう今後も周知を図っていきます。 

 

 

 誰でも取り組みやすい事業によるよう、内容などを見直すと共に、地区

組織などと連携して事業の周知を図ります。 
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３ 一般介護予防の充実 

 

介護予防は、高齢者が要介護状態になることの予防や、そうした状態の軽減、悪化の

防止を目的として行うものです。 

生活機能が低下した高齢者には、リハビリテーションの理念を踏まえながら、「心身

機能・活動・参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが大事です。単に

高齢者の運動機能や栄養状態といった、心身の機能の改善だけをめざすものでなく、日

常生活の活動を高め、家庭での役割や社会への参加を促し、一人ひとりの生きがいや自

己実現のための取り組みを支援しながら、生活の質の向上をめざすものです。 

これまでは、介護が必要になりそうな高齢者が要介護状態にならないことを第一に事

業を進めてきました。今後は更に介護予防について広く啓発を行いながら、市民が少し

でも早い段階から介護予防に取り組めるような機会の提供や、地域における介護予防の

取り組みを強化していくことが求められていきます。 

2017(平成29)年４月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」とい

う｡)が始まり、介護認定を受けなくても必要があれば、従前の通所介護相当サービスを

利用することが可能となったことから、利用者一人ひとりの状態を把握しながら、適切

な介護予防に取り組めるよう利用者のサポートに努めます。 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターを中心とした関係機関との情報交換をはじめ、様々な調査を

通じて、介護が必要な状態になる前のできるだけ早い段階から身体状態の変化を把握

し、介護予防事業への適切な参加に結びつけていきます。 

また、ロコモティブシンドロームの予防や認知症予防など、介護予防に関する知識

を深めるための情報提供やイベントを開催するとともに、「きくがわ体操」の普及推

進を行い、自らの介護予防に加え、地域において介護予防活動を行うことができる地

域活動組織を育成・支援していきます。 
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①介護予防把握事業 ____________________________________  

介護予防把握事業は、高齢者の生活状況をはじめとし、収集した情報などの活用によ

り、閉じこもりなどの何らかの支援を要する人を早期に把握し、介護予防活動へつなげ

るための事業です。 

高齢者の相談・訪問・健康教育などの場において相談受付シートや基本チェックリス

トなどを活用し、介護予防の必要性を把握し、必要な人には介護予防教室などへの参加

の誘いを行っています。 

対象者の適切な把握が必要であるため、訪問活動などに加え、民生委員児童委員や医

療機関などの関係機関との連携をさらに密にしながら、介護予防対象者の把握に努めま

す。 

 

 

 地域包括支援センターを中心に関係機関との情報交換や情報収集を通じ

て、また、高齢者の相談・訪問・健康教育などの場において相談受付シ

ートや基本チェックリストなどを活用し、対象者のアセスメントを行う

ことで、早期から介護予防活動につなげるように努めます。 
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②介護予防普及啓発事業 _________________________________  

 

介護予防普及啓発事業は、介護予防の重要性について理解を深めていただき、自主的

な介護予防活動を促し、支援していくものです。啓発活動を継続的に行っていくことに

より、自主的な介護予防活動につなげていきます。 

介護予防教室は、出前行政講座のテーマを市民に取り入れやすい内容に変更し周知を

行ったこと、筋力アップ応援隊や脳力アップ応援隊などの介護予防ボランティア養成後

の実践の場として教室を開催したことから、実施回数が増加しています。 

いきいきサロンは、閉じこもりがちな高齢者の生きがいの創出、社会的孤立感の解消、

心身機能の維持向上をすると共に、通所による運動やレクリエーションにより、生きが

いを持って生活を送ってもらえるよう介護予防への取り組みについての普及啓発を行っ

ています。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

講演会・相談会・イベント等 

(回) 
8 8 10 10 10 10 

いきいきサロン(回) 547 542 550 555 560 565 

いきいきサロン(延人数) 5,133 5,495 5,430 5,470 5,510 5,550 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

介護予防教室の 

年間開催回数（回） 
90 ➡ 100 

 

 

 介護予防の重要性について気づき、自身が意識して介護予防に取り組む

ことができるように、講演会や介護予防教室などの内容を工夫しながら

基本的な知識の普及啓発に努めていきます。 

 健康づくりと生涯スポーツ(健康づくりのための運動)などの取り組みを

通して、世代毎に、健康づくりや介護予防の大切さを伝えていくことが

できるよう関係課と連携して行います。 

 早期に適切な介護予防に取り組めるよう利用者のサポートに努めます。 

 ボランティアの協力を得て、より柔軟な運営を試みていきます。 
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③地域介護予防活動支援事業 ______________________________  

 

地域介護予防活動支援事業は、地域における住民主体の介護予防活動の育成支援を行

っていくものです。 

健康体操や認知症予防の取り組みを地域で行っていけるよう、筋力アップ応援隊や脳

力アップ応援隊などの介護予防ボランティア（サポーター)の養成を行っています。

2016(平成28)年度から、地域で教室を実施できるボランティアの養成を開始し、講座

修了者が、地域での自主活動に取り組んでいます。認知症予防では１か所で継続した教

室が実施されており、認知症予防と運動を取り入れた教室が１か所、運動の教室が３か

所と、小規模ながら独自の活動を始めています。 

運動の講座修了者には定例会を開催し情報交換や研修などを実施しています。 

課題としては新たな講座参加者の確保と自主活動を新たに始めることの困難さがあり

ます。課題を解決するために、普及啓発をさらに充実させ、地域活動の大切さを伝えて

いく必要があります。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

研修会などの開催(回) 3 22 22 22 22 22 

地域活動組織育成・支援(回) 2 41 38 40 40 40 

地域活動への講師派遣(認知症予
防)(回) 

6 6 6 ６ ６ ６ 

地域活動への講師派遣(口腔・栄

養教室)(回) 
6 10 10 10 10 10 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

介護予防リーダー 

（ボランティア）の 

養成数（人） 
71 

➡ 
161 

 

 

 

 健康体操の実施や認知症予防の介護予防に関するボランティアの養成を

行い、地域で介護予防に取り組む体制づくりを行います。 

 各種研修会や講座などを通じて、地域活動が充実するための支援を行い

ます。 
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④地域リハビリテーション活動支援事業 _______________________  

 

地域リハビリテーション活動支援事業は、地域における介護予防の取り組みを機能強

化していくため、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営による通

いの場などに対してリハビリテーション専門職の関与を促していくものです。 

地域ケア会議及び地域ケア実務検討会では、菊川市立総合病院のリハビリテーション

専門職をそれぞれ委員として委嘱しています。 

また、地域サロンなどへも、より効果的な介護予防ができるよう菊川市立総合病院の

理学療法士を派遣しています。 

今後さらに、自立支援、介護予防・重度化防止のための関与が重要となると考えます。 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

地域サロンや自主活動組

織などへの専門職派遣回

数(回) 
10 

➡ 
12 

 

 

 高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止のため、地域の介護予防など

の取り組みの場である、筋力アップ応援隊・脳力アップ応援隊などの介

護予防ボランティアの活動の場や地域サロンなどに対しても、リハビリ

テーション専門職の関与を行います。 
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⑤一般介護予防事業評価事業 ______________________________  

一般介護予防事業評価事業は、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評

価結果に基づき事業全体の改善を目的としています。 

講演会の開催回数や内容、ボランティア育成のための研修会の参加者数や実施内容、

地域活動組織への担当職員の派遣回数や養成講座の実施効果など、事業に応じた指標を

設定し、介護予防事業への評価を行っていきます。事業ごとに事業評価を行い、事業内

容の修正などを適宜行っています。 

 

 

 事業の実施に際して、介護予防事業の効果の把握と検証を行います。ま

た、介護予防事業が適切な手順・過程を経て実施できているか、次の５

項目のプロセス評価を中心に実施します。 

 

(1) 介護予防に関する一般的な知識や、介護予防事業の対象者、事業内

容、参加方法などの事業実施に関する情報について積極的に普及啓

発を行っているか。 

(2) 介護予防に資する活動を行っているボランティアや地域活動組織を

適切に把握しているか。 

(3) 介護予防事業を推進するにあたり、介護予防に資する活動を行って

いるボランティアや地域活動組織と密に連携を図っているか。 

(4) ボランティアや地域活動組織のリーダーなどを育成するための研修

会などを開催しているか。 

(5) 地域活動組織の求めに応じて、担当職員の派遣、活動の場の提供な

どの支援を行っているか。 
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● 目標３ ●  高齢者を支えるサービスの充実  ●●●●●●●●● 
 

 

１ 介護予防・生活支援サービス事業の充実  

元気な高齢者だけではなく、支援や介護を必要とする人も、住み慣れた地域で安心し

て生活し続けることができるようにと、地域包括ケアシステムの構築のひとつとして

2017(平成29)年４月から開始した総合事業では、予防給付として全国一律の基準によ

り提供されていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当するサービスと二次予防

事業を移行し制度の整備を行いました。 

今後は、生活支援サービスの基盤整備を進めながら、要支援認定者または総合事業対

象者に対するサービス量の動向を見つつ、従前のサービスから基準を緩和した市独自の

サービスを新たに整備していくための、段階的な充実を図っていくことが必要となりま

す。 

 

 

 

 

自立支援・重度化防止をめざし、適時、必要な介護予防の取り組みが行っていける

よう、介護予防ケアマネジメントにより適切なサービスへ繋げます。 

日常生活動作の改善について支援が必要な人には、元気はつらつ教室へ参加するこ

とで、短期集中的に運動器の機能向上や認知機能の向上を図ります。 

既存の介護サービス事業所だけではなく、NPO・ボランティア団体・民間企業・地

域住民などによるサービス提供も可能となったことから、生活支援サービスの基盤整

備を進めながら、介護予防サービスについても整備を進めます。またその構築には、

リハビリテーション専門職などの積極的な関与を図ります。 
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サービス利用までの流れ 

～ 自立支援・重度化防止に向けて ～ 
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①訪問介護相当サービス _________________________________  

 

従前の介護予防訪問介護の指定事業所によるサービスを基にした事業です。専門家に

よる介護を必要とする人が対象となります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

延人数(人) - - 438 459 481 504 

 

 

 要支援認定者などに対し、居宅において日常生活上の支援を提供します。 

 認知機能の低下などにより日常生活に支障があるようなケースや、専門

的な身体介護を必要とする場合にサービスを提供します。 

 

 

 

 

②訪問型軽度生活援助サービス _____________________________  

基準緩和型のサービスとなります。公益社団法人菊川市シルバー人材センターの会員

のうち、サービス事業の養成研修の受講者などによりサービスが提供されます。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

回数(回) - - 45 100 144 164 

実人数(人) - - 2 3 4 5 

 

 

 総合事業対象者などに対し、居宅において日常生活上の支援を提供しま

す。 

 専門家による身体的介護を必要としない場合で、家事支援などの必要性

を認められた場合にサービスを提供します。 
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③訪問型元気はつらつ教室 ________________________________  

日常生活動作に支障があり、通所型の事業に参加できない人に対し、居宅において短

期集中的に行うサービスです。 

対象者はサービス利用に消極的で事業につなげることは難しいところもありますが、

実施できる体制を確保しています。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

回数(回) 12 7 8 12 12 12 

実人数(人) 3 2 2 3 3 3 

 

 

 通所型の事業に参加できない人を対象に、リハビリテーション専門職に

よる訪問型の介護予防教室を行います。これにより、少しでも長く自立

した生活が送ることができるよう生活改善を図ります。 

 

 

④通所介護相当サービス _________________________________  

従前の介護予防通所介護の指定事業所によるサービスを基にした事業です。 

今後、サービス利用の状況を見定めながら、緩和型・特化型のサービスの構築を進め

て行く必要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

延人数(人) - - 2,113 2,637 3,291 4,108 

 

 

 要支援認定者などに対し、生活機能の向上を目指した機能訓練などを行

います。 

 利用者の状態を踏まえながら、その他の多様なサービスの利用につなげ

ます。 

 介護サービス事業所と協議をしながら、緩和型・特化型のサービスの構

築を進めます。 
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⑤通所型元気はつらつ教室 ________________________________  

通所型元気はつらつ教室は、要支援認定者、とりわけ日常生活動作の改善に向けた支

援が必要な人を対象者とし、介護予防プログラムの柔軟な提供を行う、通所型の短期集

中サービスです。 

2017(平成29)年度から通所型元気はつらつ教室の内容を見直し、リハビリテーショ

ン専門職が実施する教室として開催しています。教室の効果をみながら今後の委託先や

実施方法などの内容を検討し、有効な介護予防サービスが提供できるよう進めていく必

要があります。 

 

 

実績 見込 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

運動器の機能向上の延回数(回) 60 60 72 72 72 72 

運動器の機能向上の実人数(人) 58 56 70 72 72 72 

認知症予防･支援の延回数(回) 0 0 0 20 20 20 

認知症予防･支援の実人数(人) - - - 12 12 12 

 

 

 生活機能や認知機能を向上させ、介護予防・重度化防止につなげるため

の通所型の介護予防教室「元気はつらつ教室」を開催します。 

 利用者の状況を適切に判断しながら、生活機能の向上が期待できるプロ

グラムを随時工夫し実践します。 
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２ 介護保険事業サービス 

 

居宅サービスは、在宅での介護を中心に自立した生活を送ることを目的に個々の能力

に応じたサービスを提供するものです。 

地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた自宅や地域での生活が継続できるよう

に、身近な地域での生活を支えるためのサービスを提供するものです。 

施設サービスは、在宅での介護が困難になった人を対象に、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護療養型医療施設でそれぞれの機能に応じたサービスを提供するもの

です。2023年度末には介護療養型医療施設(介護療養病床)が廃止される予定で、受け

皿となる、新しい介護保険施設として介護医療院が創設されます。介護医療院の特徴と

しては、生活の場としての機能を兼ね備えている、日常的に長期療養のための医療ケア

が必要な重介護者を受け入れる、ターミナルケアや看取りの3点です。 

 

 

 

 

 

居宅サービスは、介護サービスの供給量を十分に確保し、利用者が望むサービスを

選択できるよう、ケアマネジャーやサービス提供事業所と連携を図りながら、利用者

のニーズに即したサービスの提供に努めます。 

地域密着型サービスは、住み慣れた環境の中で安心して生活できる環境を構築する

ため、住民のニーズやサービス事業者の状況を考慮し、サービスの基盤整備の充実を

図るとともに、普及と周知に努めます。また、利用者のニーズに対応できるよう、事

業者と医療機関の連携体制の強化など、地域におけるサービスの利用環境の充実を促

進します。 

さらに、地域密着型サービスは、市が事業者の指定及び指導・監督を行うことから、

サービスの適正な運営を確保するため、地域のサービス見込量などに配慮した基盤整

備をバランスよく進め、サービス利用のニーズ充足を図っていきます。 

施設サービスは、入所者及び入所希望者のニーズ状況を把握し、サービスの質の向

上をめざします。 



 

 83  

第
４
章 

目
標
に
向
け
た
取
り
組
み 

 
事 業 
の 

方 向 

 

事 業 
の 

方 向 

 
事 業 
の 

方 向 

(１) 居宅サービスの充実 

 

①訪問介護 __________________________________________  

訪問介護は、訪問介護員が居宅を訪問して、入浴、排せつなどの身体介護や、食事の

準備や調理などの生活援助を行うものです。 

 

 

 事業者との連携のもと、高齢者のニーズに即した、より質の高いサービ

ス提供に努めます。 

 

 

 

 

 

②訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護) _______________________  

訪問入浴介護は、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うものです。 

 

 

 高齢者の要望に応じた施策展開を図るため、看護職員及び介護職員の確

保や、県の指定を受けた新規民間事業者などの参入を促進します。 

 近隣事業者との連携を図り、サービスの質の向上と提供に努めます。 

 

 

 

 

③訪問看護(介護予防訪問看護) _____________________________  

訪問看護は、看護師などが居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行

うものです。 

 

 

 主治医やケアマネジャーとの連携を図り、利用者のニーズに即したサー

ビスの提供に努めます。 
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④訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション) ________  

訪問リハビリテーションは、理学療法士(ＰＴ)や作業療法士(ＯＴ)などが居宅を訪問

して、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うものです。 

 

 

 理学療法士(ＰＴ)や作業療法士(ＯＴ)など専門職員を確保するため、県

の指定を受けた民間事業者などの参入を促進します。 

 急性期から慢性期まで連携したリハビリテーションが実施されるよう側

面的な支援に努めます。 

 

 

 

⑤居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) _________________  

 

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や

指導を行うものです。 

 

 

 在宅で一貫した療養管理指導が受けられるよう、医師、歯科医師、薬剤

師、看護師、歯科衛生士、栄養士の連携強化を促進します。 

 

 

 

 

⑥通所介護 __________________________________________  

通所介護は、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事の提供など日常生活の支援

や機能訓練を行うものです。 

 

  

 要介護度に応じたサービスが提供できるよう、また、多様なニーズに答

えられるよう、デイサービスセンターの機能強化を図るとともに、必要

なマンパワーの確保に努めます。 

 基本的なデイサービスに加えて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機

能の向上など利用者にあった選択的サービスの提供を要請します。 
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⑦通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) ________  

通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院などに通い、施設において、理

学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うものです。 

 

 

 要介護度に応じたリハビリテーションが提供できるように努めます。 

 

 

 

 

⑧短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) _________________  

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設などに短期入所し、当該施設において入浴、

排せつ、食事などの介護、日常生活上の支援や機能訓練を行うものです。 

 

 

 介護保険サービス事業所やケアマネジャーとの連携を図り、利用者のニ

ーズに即したサービスの提供に努めます。 

 

 

 

 

⑨短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護) _________________  

短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、

看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の支援

を行うものです。 

 

 

 介護保険サービス事業所やケアマネジャーとの連携を図り、利用者のニ

ーズに即したサービスの提供に努めます。 
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⑩特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護) ________  

 

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウ

ス)などに入所している要介護者などについて、入浴、排せつ、食事などの介護、その

他の日常生活上の支援や機能訓練及び療養上の世話を行うものです。 

 

 

 利用意向を把握し、利用者のニーズに即したサービスの提供に努めます。 

 

 

 

 

 

⑪福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) _______________________  

福祉用具貸与は、日常生活の自立を助けるために、福祉用具(車いす、特殊寝台など)

の貸与を行うものです 

 

 

 利用者が福祉用具を有効に使えるよう、介護保険サービス事業所やケア

マネジャーと連携して制度を周知し、適正な利用を努めます。 

 

 

 

 

⑫特定福祉用具購入(介護予防特定福祉用具購入) _________________  

入浴または排せつに使用する福祉用具などの購入費を支給するものです。 

 

 

 利用者が福祉用具を有効に使えるよう、介護保険サービス事業所やケア

マネジャーと連携して制度を周知し、適正な利用に努めます。 
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⑬住宅改修(介護予防住宅改修) _____________________________  

住宅改修(手すりの取り付け、段差解消など)について費用の支給を行うものです。 

 

 

 住宅改修事業者との連携を図り、住宅改修について周知し、適正な利用

に努めます。 

 

 

 

 

⑭居宅介護支援(介護予防支援) _____________________________  

居宅介護支援は、ケアマネジャーが、居宅で介護を受ける者の心身の状況、希望など

を踏まえ、保健医療サービス、福祉サービスの利用などに関し、ケアプランを作成し、

これらが確実に提供されるように介護保険サービス事業所などの連絡調整などを行うも

のです。 

 

 

 ケアマネジャー協議会などにおいて、適正なケアプランを確保するため

の研修を行い、質の向上に努めます。 
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(２) 地域密着型サービスの充実 

 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ________________________  

要介護状態となった場合において、可能な限りその居宅において日常生活を営むこと

ができるよう、居宅への定期的な巡回や随時通報により訪問をし、入浴・排泄などの援

助を行うものです。 

 

 

 サービス提供事業者から参入意向があった場合、利用者のニーズを見極

めながら、対応していきます。 

 

 

 

 

 

②夜間対応型訪問介護 ___________________________________  

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回訪問により、または通報を受けて、要介

護者の居宅でケアを行うものです。 

 

 

 サービス提供事業者から参入意向があった場合、利用者のニーズを見極

めながら、対応していきます。 

 

 

 

 

 

③認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護) ___________  

認知症対応型通所介護は、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の

器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能及びその他の認知機能が

低下した状態である人について、デイサービスセンターにおいて、入浴、排せつ、食事

などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を行うものです。 

 

 

 利用者のニーズに即したサービスの提供に努めます。 
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④小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) ________  

小規模多機能型居宅介護は、要介護認定者の居宅から、サービス拠点に通う、もしく

は短期宿泊するなどして家庭的な環境の中で日常生活上のケアを行うものです。 

 

 

 事業者などと連携を図り、サービスの周知に努めるとともに、利用者の

ニーズに即したサービスの提供に努めます。 

 

 

 

 

⑤認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護) _____  

認知症対応型共同生活介護は、要介護認定者であって認知症の人について、その共同

生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の

支援や機能訓練を行うものです。 

 

 

 事業者と連携を図り、利用者のニーズに即したサービスの提供に努めま

す。 

 

 

 

 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 ________________________  

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員が29人以下で入居者が要介護者、その配

偶者などに限定されている有料老人ホームなどに入所している要介護者に対してケアを

行うものです。 

 

 

 サービス提供事業者から参入意向があった場合、利用者のニーズを見極

めながら、対応していきます。 
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⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ___________________  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が29人以下の特別養護老人ホー

ムに入所している要介護者に対してケアを行うものです。 

 

 

 利用者の需要を見極めながら、必要に応じて事業を検討していきます。 

 

 

 

 

 

⑧看護小規模多機能型居宅介護 _____________________________  

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービス

を組み合わせて提供する複合型サービスを行うものです。 

 

 

 利用者の需要を見極めながら、必要に応じて事業を検討していきます。 

 

 

 

 

 

⑨地域密着型通所介護 ___________________________________  

利用定員18人以下のデイサービスセンターにおいて、入浴、食事の提供など日常生活

の支援や機能訓練を行うものです。 

 

 

 利用者や事業者などと連携を図り、当該サービスの周知に努めるととも

に、利用者のニーズに即したサービスの提供に努めます。 

 基本的なデイサービスに加えて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機

能の向上など利用者にあった選択的サービスの提供を要請します。 
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(３) 施設サービスの充実 

 

①介護老人福祉施設 ____________________________________  

介護老人福祉施設では入所者に、施設サービス計画に基づいて、介護などの日常生活

上の支援や機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うものです。 
 

 

 利用者の需要に対応できるよう、関係機関との連携を図ります。 

 

 

 
 

②介護老人保健施設 ____________________________________  

介護老人保健施設では、入所者に、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理

下における介護及び機能訓練、その他に必要な医療並びに日常生活上の支援を行うもの

です。 
 

 

 利用者の需要に対応できるよう、関係機関との連携を図ります。 

 

 
 

③介護療養型医療施設 ___________________________________  

介護療養型医療施設では入所者に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看

護、医学的管理下における介護などの支援や機能訓練、その他必要な訓練を行うもので

す。 

介護療養型医療施設は2023(平成35)年度末には廃止される予定であることから、順

次別の施設形態に移行することが予測されます。 

 

④介護医療院 _________________________________________  

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を 

一体的に提供するものです。 
 

 

 利用意向を把握し、利用者のニーズに即したサービスの提供に努めます。 
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(４) サービス量一覧 

 

 

①介護サービス見込量 

 

 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

(１)居宅サービス 

 

訪問介護 
回数(回) 2,491.6 2,531.4 2,543.4 

人数(人) 165 167 168 

訪問入浴介護 
回数(回) 123.7 123.9 141.6 

人数(人) 23 23 26 

訪問看護 
回数(回) 1,208.8 1,229.1 1,254.5 

人数(人) 182 185 189 

訪問リハビリテーション 
回数(回) 11.5 11.5 11.5 

人数(人) 1 1 1 

居宅療養管理指導 人数(人) 79 89 99 

通所介護 
回数(回) 7,065.5 7,125.6 7,232.5 

人数(人) 620 625 634 

通所リハビリテーション 
回数(回) 953.3 963.2 968.1 

人数(人) 98 99 100 

短期入所生活介護 
日数(日) 1,012.7 1,019.9 1,027.2 

人数(人) 153 154 155 

短期入所療養介護 
日数(日) 60.4 60.4 60.4 

人数(人) 12 12 12 

福祉用具貸与 人数(人) 579 595 613 

特定福祉用具購入費 人数(人) 10 10 10 

住宅改修費 人数(人) 9 9 9 

特定施設入居者生活介護 人数(人) 35 37 39 

※ サービスの単位は、一月当たりの単位になります。 
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2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

(２)地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
人数(人) 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 人数(人) 0 0 0 

認知症対応型通所介護 
回数(回) 451.5 451.5 451.5 

人数(人) 40 40 40 

小規模多機能型居宅介護 人数(人) 21 23 23 

認知症対応型共同生活介護 人数(人) 52 53 54 

地域密着型特定施設入居者生

活介護 
人数(人) 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
人数(人) 1 1 1 

看護小規模多機能型居宅介護 人数(人) 0 0 0 

地域密着型通所介護 
回数(回) 853.5 862.6 894.7 

人数(人) 87 88 91 

(３)施設サービス 

 

介護老人福祉施設 人数(人) 228 228 228 

介護老人保健施設 人数(人) 140 144 145 

介護医療院(平成37年度は介護

療養型医療施設を含む) 
人数(人) 0 0 0 

介護療養型医療施設 人数(人) 15 14 13 

(４)居宅介護支援 

  人数(人) 948 959 968 

※ サービスの単位は、一月当たりの単位になります。 
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介護予防サービス見込量 

 

 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

(１)介護予防サービス 

 

介護予防訪問介護 人数(人) 
   

介護予防訪問入浴介護 
回数(回) 9.0 9.0 9.0 

人数(人) 1 1 1 

介護予防訪問看護 
回数(回) 77.6 77.6 84.4 

人数(人) 13 13 14 

介護予防訪問リハビリテーシ

ョン 

回数(回) 7.0 7.0 7.0 

人数(人) 1 1 1 

介護予防居宅療養管理指導 人数(人) 11 11 11 

介護予防通所介護 人数(人) 
   

介護予防通所リハビリテーシ

ョン 
人数(人) 13 14 15 

介護予防短期入所生活介護 
日数(日) 7.0 7.0 7.0 

人数(人) 1 1 1 

介護予防短期入所療養介護 
日数(日) 0.0 0.0 0.0 

人数(人) 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人数(人) 110 111 113 

特定介護予防福祉用具購入費 人数(人) 3 3 4 

介護予防住宅改修 人数(人) 3 3 3 

介護予防特定施設入居者生活

介護 
人数(人) 5 5 5 

(２)地域密着型介護予防サービス 

 

介護予防認知症対応型通所介

護 

回数(回) 4.5 4.5 4.5 

人数(人) 1 1 1 

介護予防小規模多機能型居宅

介護 
人数(人) 2 2 2 

介護予防認知症対応型共同生

活介護 
人数(人) 0 0 0 

(３)介護予防支援 

  人数(人) 213 216 223 

※ サービスの単位は、一月当たりの単位になります。 
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施 策 の 方 向 

３ 介護サービス事業者の管理・監督 

 

「サービスの質の向上」、「尊厳の保持」、「虐待防止、身体拘束禁止」及び「不適

正な介護報酬請求の防止」のため、よりよいケアの実現に向けて、介護サービス事業者

に対し管理・監督業務を行うものです。主に指定事務・指定基準の制度説明や指導、改

正された場合の介護保険法など関係法令の周知・理解の促進、介護報酬請求に係る適正

な請求事務の指導などを実施していきます。 

 

 

 

 

介護保険制度の適正な運営を図ることを目的とし、介護サービス事業者に以下のと

おり管理・監督業務を実施します。 

①介護サービス事業者の指導 

②介護サービス事業者の連携 

 

①介護サービス事業者の指導 ______________________________  

利用者が適切で質の高い介護サービスを安心して受けられるよう、介護事業者に対し

て定期的に実地指導を実施し、介護サービスの質の向上のための「育成」の視点での事

業者指導を充実するとともに、違法や不正に対しては監査を機動的に実施し、厳正に対

処します。 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

実地指導(件) 3 3 2 9 9 9 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

実地指導の実施（件） 毎年2～3件実施 ➡ 毎年9件実施する 

 

 

 2018年度（平成30年度）から権限移譲される居宅介護支援事業所を含

めた市が指定する介護サービス事業所について原則として２～３年に１

回の実地指導を行います。 

 実施に当っては、事業者育成の視点を重視し、サービスの質の向上に向

けた指導内容の充実に努めるとともに、不適正な事業所運営については

是正を指導します。 
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②介護サービス事業者との連携 _____________________________  

 

地域の実情を踏まえた、求められる介護サービスが適正に提供されるためには、介護

保険制度の理解促進と現状把握が不可欠です。介護サービス事業者との連携は、意識・

情報の共有からサービス提供体制の充実、強化を図るものです。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

事業所連絡会の開催(回) 0 1 2 2 2 2 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

事業所連絡会への 

参加割合（％） 
70.5 ➡ 80.0 

 

 

 保険者と介護サービス事業所との情報共有を目的に事業所連絡会を開催

し、介護保険制度の推進、理解促進に努めます。 

 地域の実情を踏まえたサービス・事業提供を後押しするため、サービス

の利用実態把握に努めます。 
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４ 介護給付適正化 

 

 

介護給付の適正化の基本は、介護給付を必要とする受給者を適切に認定した上で、受

給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すこと

にあります。 

このような介護給付の適正化を図ることは、利用者に対する適切な介護サービスの確

保とその結果としての費用の効率化、さらには不適切な給付の削減を通じて介護保険制

度の信頼感を高めていくとともに、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。 

今後、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年を見据え地域包括ケアシステムの

構築を進めるためには、必要な給付を適切に提供するための適正化事業を引き続き実施

することが不可欠です。 

 

 

 

 

要介護認定の適正化(介護保険制度の入口)、ケアマネジメントなどの適切化(介護保

険制度の過程)、サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化(介護保険制度の出口)の

３つの要を推進するため、５つの主要適正化事業などを実施します。 

(1)①要介護認定の適正化 

ⅰ認定調査の結果についての保険者による点検など 

ⅱ要介護認定の適正化に向けた取組 

(2) ケアマネジメントなどの適切化 

②ケアプランの点検 

③ⅰ住宅改修の点検 

ⅱ福祉用具購入・貸与調査 

(3) サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

④ⅰ医療情報との突合 

ⅱ縦覧点検 

⑤介護給付費通知 

⑥給付実績の活用 

 

 

施 策 の 方 向 
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① 要介護認定の適正化 _________________________________  

認定も増加傾向にあり、申請者の状況も多種多様になってきています。認定調査が適

切な時期に全国一律の基準に基づき、公正かつ的確に実施され、認定事務処理が円滑に

行なわれる必要があります。 

認定結果通知の時期は、新規申請と区分変更申請は、30日以内、更新申請は、認定有

効期間満了前までに通知することが適正とされていますが、現在7割程度となっていま

す。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

認定結果通知時期適正割合(％) 64.6 76.0 78.0 78.0 78.0 78.0 

 

 意見書・認定調査の内容を専門職が全件点検をする。 

 ｢要介護認定業務分析データ｣を活用しながら、年５回以上調査員研修会

を実施します。 

 調査員の確保、調査の日程調整と主治医との連絡を行い、認定事務処理

を円滑に実施します。 

 

事 業 
の 

方 向 



 

 99  

第
４
章 

目
標
に
向
け
た
取
り
組
み  

事 業 
の 

方 向 

② ケアプランの点検 ___________________________________  

ケアプラン点検は、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ自立支援・重

度化防止に資する適切なプランになっているかを、基本となる事項についてケアマネジ

ャーとともに検証確認しながら、ケアマネジャーの「気づき」を促すとともに、「自立

支援に資するケアマネジメント」とは何かを追及し、その普遍化を図り健全な給付の実

施を支援するためのものです。 

今後、ケアプラン作成に向けた支援、ケアマネジャーの資質向上のための支援、ケア

マネジャーと他職種との連携促進、市と介護サービス事業所、ケアマネジャーとのコミ

ュニケーションの促進、地域における課題の把握などを目的として事業を実施していき

ます。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

ケアプランの点検(件)    1 3 3 

 

＜目標指標＞ 現状値(2017年)  目標値(2020年) 

ケアプラン点検の実施 

居宅介護支援事業所の

実地指導の際に点検を

実施 

 

➡ 

対面方式により，毎年3

件実施する。（2018年

度は検証・実施で1件と

する） 

 

 

 市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、その他関係機関との

協働により、ケアプランや課題整理総括表などを、自立支援・重度化防

止の視点で対面方式により検証確認し、市内ケアマネジャー全体の資質

向上をめざします。 
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事 業 
の 

方 向 

③ 住宅改修の点検、福祉用具購入調査 _______________________  

住宅改修の点検については、利用者の状態確認、工事見積書の点検、施工箇所確認等

を書面で全件確認し利用者個々の状態に応じた適正な給付を行っています。必要に応じ

て建築士等専門職立会いのもと、現地調査も行います。 

福祉用具購入調査については、書面の確認、事業者に対する問い合わせ、ケアマネジ

ャーへの問い合わせにより利用者個々の状態に応じた適正なサービス提供を行っている

かの確認、指導・助言を行っています。 

今後、認定者数が増え住宅改修、福祉用具購入が増えていくことが予想されます。点

検・調査により適切なサービス提供を図っていきます。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

住宅改修現地調査件数(件) 3 0 3 3 3 3 

 

 

 住宅改修・福祉用具購入申請書の書面確認を全件確実に行い、法令順守

した適正な給付を実施します。 

 必要に応じて、現地調査で施工箇所の確認等を行い、個々の状態に応じ

た必要な給付に努めます。 
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の 

方 向 

④ 医療情報との突合・縦覧点検 ___________________________  

適正化システムを活用し、提供されたサービスの整合性や日数などの点検を実施し、

介護報酬の請求内容の誤りや重複請求などの是正を行います。本事業は静岡県国民健康

保険団体に委託しております。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

医療情報との突合 (ア)～(エ)の４帳票の点検を毎月実施(国保連に委託) 

縦覧点検 帳票の点検などを毎月実施(国保連に委託) 

 

 

 適正化システム帳票のうち、(ア)算定期間回数制限縦覧チェック一覧表、

(イ)重複請求縦覧チェック一覧表、(ウ)居宅介護支援請求におけるサー

ビス実施状況一覧及び(エ)単独請求明細書における準受付チェック一覧

表の４帳票の点検などについては国保連への業務委託を現状どおり実施

し連携の強化を図ります。 

 医療情報に係る全ての突合区分における帳票の点検などについて、国保

連への業務委託を現状どおり実施し、連携の強化を図ります。 
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事 業 
の 

方 向 

 

事 業 
の 

方 向 

⑤ 介護給付費通知 ____________________________________  

給付費通知は、サービス事業者への牽制効果、費用負担の意識向上などを目的として、

介護サービス利用者に対する利用サービスの内容・費用の給付状況などを通知します。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

給付費通知の発送(回) 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 国保連と連携し、年に3回給付費通知を発送します。 

 

 

 

 

⑥ 給付実績の活用 ____________________________________  

適正化システムを活用し、給付実績から不適切な請求を行った可能性のある事業者を

抽出し、是正を行います。（④医療情報との突合・縦覧点検の帳票は除く。） 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

給付実績の活用 (ア)～(エ)の４帳票及びその他有効な帳票について点検を実施 

 

 

 適正化システム帳票のうち(ア)介護支援専門員あたり給付管理票作成状

況一覧表、(イ)支給限度額一定割合超一覧表、(ウ)調定調査状況と利用

サービス不一致一覧表、(エ)通所サービス請求状況一覧表及びその他有

効な帳票についての点検を、国保連の支援等活用し実施していきます。 
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● 計画の推進に向けて  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

① 高齢者の実態把握 ___________________________________  

高齢者の生活実態を把握することは、各種施策を推進していく上で重要となります。 

実態把握の方法としては、３年に１度抽出による高齢者実態調査を実施しているほか、

高齢者相談や出前行政講座などの場における基本チェックリストの実施、見守りネット

ワークによる見守り活動、菊川市立総合病院における退院支援時の情報連携などにより

支援の必要な人の情報を把握しています。 

今後、より的確で細やかな事業の実施を行うため、各種活動で把握した情報の活用や

積極的な情報収集が求められます。 

 

 

実績 計画 

2015年度 
(平成27年度) 

2016年度 
(平成28年度) 

2017年度 
(平成29年度) 

見 込 

2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

高齢者実態調査 

の実施 
 
抽出1,500人

に実施 
 
実施方法

の見直し 

支援が必要となる高

齢者の調査実施 

調査結果

の検証 

 

＜目標指標＞ 現状値(2016年)  目標値(2020年) 

高齢者の状態の把握 

高齢者実態調査のほか高

齢者相談や見守り活動に

より把握 

 

➡ 

高齢者実態調査の方法を見直

し、支援が必要となる高齢者

の状態を把握する 

 

 高齢者相談や出前行政講座などの場における基本チェックリストの実施、

見守りネットワークによる見守り活動、菊川市立総合病院における退院

支援時の情報連携などに加え、生活支援コーディネーターによる情報や

民生委員児童委員による訪問記録など個々の事業で把握した情報を活用

し、高齢者の状態把握に努めます。 

 高齢者実態調査について、現時点では問題が無く状態が把握できていな

い人を含め、支援が必要となる高齢者の状態が把握できるように実施方

法を検討し、本計画期間中に実施します。 
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② 人材の確保と資質の向上 ______________________________  

介護サービスなどの従事者の人材不足は全国的な課題となっており、サービスに携わ

る人材の育成、確保は重要な課題です。 

また、より良いサービスを提供していくために、介護事業所などで働く専門職員向け

の研修など、資質の維持・向上のための機会が必要となっています。 

 

 地域包括支援センターの運営に必要な保健師、社会福祉士、主任ケアマ

ネジャーなどの有資格者の確保に努め、資質の向上を図ります。 

 居宅介護支援事業所には、ケアマネジャー研修会の開催やケアマネジャ

ー協議会の活動を支援する中で、ケアマネジャーの資質向上のための研

修、情報交換などを行います。 

 介護事業所に対しては、看護職・介護福祉士など職員に対する研修の実

施や、研修受講の促進など資質の向上を要請します。 

 市が主催する事業所連絡会において、年１回多職種に共通する研修を実

施し、関係事業所が連携してサービスの提供が行えるように事業所職員

の意識向上に努めます。 
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第５章 介護保険料 

 

● １ 給付費の見込み ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

(１)介護給付費の見込み 

単位：千円 2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

(１)居宅サービス 

 

訪問介護 85,291  86,599  87,019  

訪問入浴介護 17,340  17,368  19,825  

訪問看護 93,545  95,207  97,182  

訪問リハビリテーション 387  387  387  

居宅療養管理指導 7,130  8,133  9,037  

通所介護 675,484  681,881  692,933  

通所リハビリテーション 96,541  97,861  98,571  

短期入所生活介護 100,958  101,734  102,605  

短期入所療養介護(老健) 7,350  7,350  7,350  

福祉用具貸与 89,022  91,283  93,796  

特定福祉用具購入 2,864  2,864  2,864  

特定施設入居者生活介護 74,157  78,630  83,532  

(２)地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  

認知症対応型通所介護 47,068  47,068  47,068  

小規模多機能型居宅介護 36,838  41,269  41,269  

認知症対応型共同生活介護 145,024  147,856  150,700  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

地域密着型通所介護 77,865  78,532  81,712  

(３)住宅改修 11,962  11,962  11,962  

(４)居宅介護支援 162,643  164,584  166,165  

(５)施設サービス 

 

介護老人福祉施設 656,472  656,472  656,472  

介護老人保健施設 406,206  417,781  420,797  

介護療養型医療施設 61,223  57,094  52,927  

介護給付費計 2,858,796  2,895,341  2,927,599  
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(２)介護予防給付費 

単位：千円 2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

(１)居宅サービス 

 

介護予防訪問入浴介護 856  856  856  

介護予防訪問看護 4,729  4,729  5,099  

介護予防訪問リハビリテーション 233  233  233  

介護予防居宅療養管理指導 1,065  1,065  1,065  

介護予防通所リハビリテーション 4,807  5,242  5,464  

介護予防短期入所生活介護 583  583  583  

介護予防短期入所療養介護(老健) 0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 7,333  7,401  7,537  

特定介護予防福祉用具購入 734  734  1,011  

介護予防特定施設入居者生活介護 4,824  4,824  4,824  

(２)地域密着型サービス 

 

介護予防認知症対応型通所介護 436  436  436  

介護予防小規模多機能型居宅介護 989  989  989  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  

(３)介護予防住宅改修 3,746  3,746  3,746  

(４)介護予防支援 11,447  11,609  11,985  

介護予防給付費計 41,782  42,447  43,828  

 

(３)標準給付費見込額 

単位：千円 合計 2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

標準給付費見込額 9,311,001,632 3,063,622,115 3,104,743,463 3,142,636,054 

 

総給付費(一定以上所得者負担の調整後) 8,809,793,000 2,900,578,000 2,937,788,000 2,971,427,000 

 
総給付費 8,809,793,000 2,900,578,000 2,937,788,000 2,971,427,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 

(資産等勘案調整後) 
314,891,851 104,440,876 104,963,080 105,487,895 

 
特定入所者介護サービス費等給付額 314,891,851 104,440,876 104,963,080 105,487,895 

高額介護サービス費等給付額 151,703,877 48,598,115 50,542,040 52,563,722 

高額医療合算介護サービス費等給付額 26,794,606 7,450,468 8,844,581 10,499,557 

算定対象審査支払手数料 7,818,298 2,554,656 2,605,762 2,657,880 

 

審査支払手数料一件あたり単価 
 

46 46 46 

審査支払手数料支払件数 169,963 55,536 56,647 57,780 

※ 千円単位による四捨五入により、合計が一致しない場合があります。 

 

(４)地域支援事業費の見込み 

単位：千円 合計 2018年度 
(平成30年度) 

2019年度 
(平成31年度) 

2020年度 

地域支援事業費 483,630,810  155,830,550  161,122,078  166,678,182  

 
介護予防・日常生活支援総合事業費 274,778,472  89,580,800  91,559,840  93,637,832  

包括的支援事業・任意事業費 208,852,338  66,249,750  69,562,238  73,040,350  

※ 千円単位による四捨五入により、合計が一致しない場合があります。  
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● ２ 第７期介護保険料について ●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 
(１)費用の負担割合 

介護保険制度は、高齢者の暮らしを社会全体で支えていく仕組みあり、その財源は、

国・県・市による公費と65歳以上の第1号被保険者及び40～64歳の第2号被保険者が納

める介護保険料によって賄われています。 

財源内訳については、本計画期間から第1号被保険者の介護保険料による負担が22％

から23％に、第2号被保険者の介護保険料による負担割合が28％から27％に変更され

ました。 

なお、第1号被保険者の介護保険料は3年間を通じて収入と支出の均衡が図られるよう

設定されます。 
 
 

標準給付費の財源内訳 
 

居宅給付費            施設等給付費(特定施設を含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支援事業費の財源内訳 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費        包括的支援事業・任意事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 後期高齢者の割合や高齢者の所得段階の割合により、国の負担金の調整が行われるため、国の負担金や第1号被

保険者の保険料の割合は若干異なります。 

１号保険料

23.0%

２号保険料

27.0%

国

25.0%

県

12.5%

市

12.5% １号保険料

23.0%

国

38.5%

県

19.25%

市

19.25%

１号保険料

23.0%

２号保険料

27.0%

国

25.0%

県

12.5%

市

12.5% １号保険料

23.0%

２号保険料

27.0%
国

20.0%

県

17.5%

市

12.5%
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(２)第１号被保険者の保険料額 

 

保険料額の算定方法 

 

以下の計算方法により保険料を算定しています。 

 

●保険料基準額(月額) 

＝保険料基準額(年額)÷12ヶ月 

 

●保険料基準額(年額) 

＝保険料収納必要額(Ａ)÷予定保険料収納率÷所得段階別加入割合補正後被保険者数  

 

(Ａ)保険料収納必要額  

＝第1号被保険者負担分相当額(Ｂ)＋調整交付金相当額(Ｃ)－調整交付金見込額(Ｄ) 

＋財政安定化基金拠出金見込額＋財政安定化基金償還金 

－準備基金取崩額+審査支払手数料差引額＋市町村特別給付費等 

＋市町村相互財政安定化事業負担額－市町村相互財政安定化事業交付額  

 

(Ｂ)第1号被保険者負担分相当額  

＝(標準給付費見込額＋地域支援事業費)×第１号被保険者負担割合 

 

(Ｃ)調整交付金相当額 

＝(標準給付費見込額＋地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業費) 

×全国平均の調整交付金交付割合５%  

(Ｄ)調整交付金見込額 

＝(標準給付費見込額＋地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総 合事業費) 

×調整交付金見込交付割合  
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これまでの試算により、市の介護保険料基準月額は、●●●●円となりますが、これ

までに積み立ててきた準備基金があるため、約●千万円を取り崩します。 

これにより市の第１号被保険者の第７期介護保険料は、●●●●円と試算されますが、

端数を切り捨てて●●●円を基準月額として設定します。 

 

 

○第１号被保険者の保険料は、所得段階によって異なります。 

所得段階 所得段階の説明 保険料率 

第１段階 
生活保護を受給している人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年
金を受給している人、または、世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額
と合計所得金額の合計が80万円以下の人 

×0.50 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の収入等が80万円より多く120万円以下の
人 

×0.75 

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の収入等が120万円より多い人 ×0.75 

第４段階 本人が市民税非課税で、公的年金等収入と合計所得金額が80万円以下の人 ×0.90 

第５段階 
本人が市民税非課税で、公的年金等収入と合計所得金額が80万円より多い
人 

(基準額) 
●●●●

円 
×1.00 

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 ×1.20 

第７段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人 ×1.30 

第８段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円未満の人 ×1.50 

第９段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上の人 ×1.70 

 

 


